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グ
ロ
ー
バ
ル
時
代
の
法
人
課
税
と
資
本
所
得
課
税

│
マ
ー
リ
ー
ズ
・
レ
ビ
ュ
ー
を
中
心
に

│

鶴　
　

田　
　

廣　
　

巳

は
じ
め
に

ミ
ー
ド
委
員
会
報
告
書
か
ら
三
〇
有
余
年
が
経
過
し
た
二
〇
一
〇
年
、
一
一
年
、
相
次
い
で
浩
瀚
な
二
分
冊
か
ら
な
る
い
わ
ゆ
る
マ
ー

リ
ー
ズ
・
レ
ビ
ュ
ー
が
、
ミ
ー
ド
報
告
と
同
じ
く
、
イ
ギ
リ
ス
の
財
政
研
究
所
（Institute for F

iscal S
tudies

）
か
ら
出
版
さ
れ
た
。

D
im

ensions of T
ax D

esign

と
題
す
る
集
団
研
究
の
論
文
集
と
い
う
べ
き
巻
（
以
下
、
マ
ー
リ
ー
ズ
Ⅰ
）
は
、
全
一
三
章
、
一
、三
五
〇

ペ
ー
ジ
余
に
達
す
る
大
部
の
書
で
あ
り
、
ま
た
こ
れ
を
受
け
て
税
制
改
革
の
提
言
を
行
うT

ax by D
esign

と
題
す
る
巻
（
以
下
、
マ
ー

リ
ー
ズ
Ⅱ
）
も
全
二
〇
章
、
五
五
〇
ペ
ー
ジ
近
い
大
著
と
な
っ
て
い
る

（
1
）

。

六
五



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
四
五
八
）

こ
の
報
告
書
が
目
標
と
す
る
の
は
、
ま
え
が
き
に
も
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
二
一
世
紀
の
開
放
経
済
の
も
と
に
お
い
て
良
き
租
税
制

度
の
方
向
に
向
か
う
た
め
の
鍵
と
な
る
特
質
を
見
出
し
、
と
く
に
イ
ギ
リ
ス
の
租
税
制
度
を
そ
の
理
想
に
近
づ
け
る
た
め
に
は
ど
の
よ
う

な
改
革
を
行
う
べ
き
か
を
提
示
す
る
こ
と
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
ミ
ー
ド
報
告
書
が
支
出
税
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
税
の
観
点
か
ら
体

系
的
な
税
制
改
革
論
を
展
開
し
た
と
す
れ
ば
、
マ
ー
リ
ー
ズ
・
レ
ビ
ュ
ー
は
座
長
の
マ
ー
リ
ー
ズ
の
影
響
の
も
と
に
主
と
し
て
最
適
課
税

論
の
観
点
か
ら
税
制
改
革
論
を
展
開
し
た
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

ミ
ー
ド
報
告
か
ら
三
〇
余
年
が
経
過
し
、
こ
の
間
に
お
け
る
経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
は
め
ざ
ま
し
い
も
の
が
あ
る
。
マ
ー
リ
ー
ズ
・
レ

ビ
ュ
ー
が
強
調
す
る
の
も
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
税
制
と
の
係
わ
り
で
あ
る
。
本
稿
は
、
マ
ー
リ
ー
ズ
・
レ
ビ
ュ
ー
に
お
け
る
グ
ロ
ー
バ
ル
時

代
の
法
人
課
税
、
資
本
所
得
課
税
に
焦
点
を
し
ぼ
っ
て
そ
の
主
張
と
意
味
を
検
討
し
、
一
定
の
評
価
を
行
な
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

Ⅰ　

グ
ロ
ー
バ
ル
時
代
に
お
け
る
法
人
課
税
│
マ
ー
リ
ー
ズ
・
レ
ビ
ュ
ー
に
お
け
る
論
点
提
起
│

グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
進
展
に
よ
り
国
際
経
済
環
境
が
大
き
く
変
動
す
る
な
か
で
、
各
国
の
間
で
の
租
税
競
争
が
激
し
く
な
り
、

と
り
わ
け
法
人
所
得
課
税
や
資
本
所
得
課
税
に
つ
い
て
「
抜
本
的
」
改
革
を
模
索
す
る
動
き
が
強
ま
っ
て
い
る
。
マ
ー
リ
ー
ズ
・
レ

ビ
ュ
ー
が
登
場
し
た
の
も
、
そ
う
し
た
背
景
の
も
と
に
お
い
て
で
あ
る
。

マ
ー
リ
ー
ズ
Ⅰ
で
は
、
主
と
し
て
第
九
章
お
よ
び
第
一
〇
章
で
法
人
所
得
課
税
、
資
本
所
得
課
税
の
改
革
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
第
九

章
で
はA
uerbach/D

evereux/S
im

pson

の
三
人
の
著
者
に
よ
る“T

axing C
orporate Incom

e ”

と
題
す
る
論
考
（
以
下
、
Ａ
＝
Ｄ
＝

Ｓ
論
文
）
が
、
ま
た
第
一
〇
章
で
は
、G

riffi  th/H
ines/S

ørensen

の
三
者
に
よ
る“International C

apital T
axation ”

と
題
す
る
論

考
（
以
下
、
Ｇ
＝
Ｈ
＝
Ｓ
論
文
）
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
法
人
課
税
と
資
本
所
得
課
税
は
い
わ
ば
メ
ダ
ル
の
裏
表
の
関
係
に
あ
り
、
相
互
に
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密
接
な
関
連
を
持
っ
て
い
る
。
法
人
活
動
の
な
か
か
ら
発
生
す
る
付
加
価
値
や
所
得
が
法
人
レ
ベ
ル
で
蓄
積
さ
れ
た
り
、
法
人
か
ら
個
人

に
移
転
し
た
り
す
る
た
め
、
公
平
性
・
効
率
性
（
中
立
性
）・
簡
素
性
や
実
行
可
能
性
な
ど
の
租
税
原
則
と
係
わ
ら
せ
な
が
ら
、
ど
の
課
税

ポ
イ
ン
ト
で
、
ど
の
よ
う
に
課
税
す
る
か
を
追
跡
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
法
人
レ
ベ
ル
で
の
課
税
と
個
人
レ
ベ
ル
で
の
課
税
と
を
そ
れ
ぞ
れ

検
証
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
マ
ー
リ
ー
ズ
・
レ
ビ
ュ
ー
に
お
い
て
も
、
二
つ
の
章
が
配
置
さ
れ
て
い
る

こ
と
は
、
あ
る
意
味
で
そ
う
し
た
要
請
に
対
応
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

1
．
課
税
ベ
ー
ス
と
課
税
地
原
則
に
よ
る
法
人
課
税
改
革
論
の
分
類

表
1
は
、
Ａ
＝
Ｄ
＝
Ｓ
論
文
に
お
い
て
示
さ
れ
て
い
る
法
人
課
税
制
度
の
諸
類
型
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
類
型
区
分
の
前
提
と
な
っ

て
い
る
の
は
、
企
業
の
生
産
活
動
や
販
売
活
動
、
利
潤
の
帰
属
先
、
あ
る
い
は
株
主
の
居
住
地
な
ど
が
さ
ま
ざ
ま
な
国
に
ま
た
が
っ
て
い

る
開
放
経
済
の
枠
組
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
現
代
の
企
業
活
動
の
中
心
に
位
置
す
る
多
国
籍
企
業
、
多
国
籍
銀
行
な
ど
が
念
頭
に
置
か

れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
分
類
の
基
準
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
課
税
ベ
ー
ス
の
所
在
地
と
事
業
課
税
の
対
象
と
な
る
所
得
タ
イ
プ
の
二

つ
で
あ
る
。
ミ
ー
ド
報
告
が
発
表
さ
れ
た
一
九
七
〇
年
代
後
半
の
支
出
税
ル
ネ
サ
ン
ス
と
い
わ
れ
た
時
期
以
降
、
法
人
課
税
・
資
本
所
得

課
税
を
め
ぐ
っ
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
改
革
案
が
提
案
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
こ
に
は
そ
の
代
表
的
な
も
の
が
一
覧
表
で
示
さ
れ
て
い
る

（
2
）

。

課
税
ベ
ー
ス
の
所
在
地
は
、
基
本
的
に
は
、
源
泉
地
国
、
居
住
地
国
、
仕
向
地
国
の
三
つ
に
分
類
さ
れ
る
。
源
泉
地
国
に
所
在
す
る
課

税
ベ
ー
ス
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
現
に
生
産
活
動
や
経
済
活
動
が
行
わ
れ
て
い
る
国
で
課
税
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
国
際
課

税
原
則
で
い
う
、
い
わ
ゆ
る
ソ
ー
ス
・
ル
ー
ル
で
あ
る
。
居
住
地
原
則
に
基
づ
く
課
税
ベ
ー
ス
は
、
い
わ
ゆ
る
全
世
界
課
税
主
義
の
考
え

方
に
立
つ
課
税
方
式
で
あ
り
、
法
人
の
本
店
の
所
在
地
な
い
し
個
人
株
主
の
居
所
を
基
準
に
法
人
な
い
し
個
人
株
主
が
全
世
界
で
稼
得
す
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る
所
得
を
課
税
対
象
と
す
る
。
表
1
で
は
、
法
人
株
主
の
ケ
ー
ス
と
個

人
株
主
の
ケ
ー
ス
と
で
区
分
し
て
表
示
さ
れ
て
い
る
。
最
後
に
、
仕
向

地
原
則
に
基
づ
く
課
税
ベ
ー
ス
と
は
、
財
や
サ
ー
ビ
ス
が
最
終
的
に
消

費
さ
れ
る
仕
向
地
で
対
象
と
な
る
課
税
ベ
ー
ス
で
あ
り
、
基
本
的
に
売

上
高
か
ら
売
上
に
係
わ
る
コ
ス
ト
を
差
し
引
い
た
も
の
に
等
し
い
。
一

般
に
仕
向
地
原
則
は
、
付
加
価
値
税
な
ど
間
接
税
の
場
合
に
適
用
さ
れ

る
の
が
通
例
で
あ
る
が
、
Ａ
＝
Ｄ
＝
Ｓ
論
文
で
は
仕
向
地
ベ
ー
ス
の

キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
税
が
こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。

他
方
、
所
得
タ
イ
プ
別
の
分
類
で
は
、
課
税
対
象
と
な
る
の
が
通
常

の
投
資
収
益
だ
け
で
な
く
そ
の
水
準
を
超
え
る
経
済
的
レ
ン
ト
を
含
む

全
収
益
か
、
そ
れ
と
も
経
済
的
レ
ン
ト
の
み
か
に
よ
り
大
き
く
二
つ
に

区
分
さ
れ
、
前
者
の
う
ち
全
収
益
を
生
む
資
本
が
株
式
資
本
（equity

）

の
み
に
対
応
し
て
い
る
か
、
そ
れ
と
も
株
式
資
本
と
借
入
れ
（debt

）

を
含
む
全
資
本
に
対
応
し
て
い
る
か
に
よ
り
さ
ら
に
区
分
さ
れ
て
い
る
。

全
収
益
に
課
税
す
る
タ
イ
プ
を
所
得
ベ
ー
ス
課
税
、
経
済
的
レ
ン
ト
だ

け
に
課
税
す
る
タ
イ
プ
を
消
費
ベ
ー
ス
課
税
と
し
て
分
類
す
る
こ
と
も

可
能
で
あ
る
。

表 1　法人所得税制度の諸類型

課税ベース
の所在地国

事業課税を受ける所得の類型区分

株式に対する全収益 資本に対する全収益 レント

源泉地国 1 ．

伝統的な法人所得
課税、かつ外国源
泉所得に対する課
税免除

4 ． 二元的所得税 6 ． ＡＣＥ型法人税

5 ． 包括的事業所得税
（ＣＢＩＴ） 7 ．

源泉地ベースの
キャッシュフロー
法人税

居住地国
（法人株主） 2 ．

居住地ベースの法
人所得税、かつ外
国税額控除

居住地国
（個人株主） 3 ． 居住地国ベースの

株主税

仕向地国
（最終消費）

8 ．
完全仕向地ベース
のキャッシュフ
ロー税

9 ．
ＶＡＴタイプの仕
向地ベースキャッ
シュフロー税

（出所）　IFS, Dimensions of Tax Design, 2010, p.841.
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以
上
の
二
つ
の
基
準
に
し
た
が
っ
て
、
Ａ
＝
Ｄ
＝
Ｓ
論
文
で
は
九
つ
の
タ
イ
プ
の
法
人
所
得
課
税
が
分
類
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
株
式

に
対
す
る
全
収
益
に
課
税
す
る
タ
イ
プ
に
つ
い
て
は
、
源
泉
地
で
課
税
す
る
伝
統
的
な
法
人
所
得
税
で
外
国
源
泉
所
得
に
対
し
課
税
を
免

除
す
る
方
式
、
い
わ
ゆ
る
外
国
所
得
免
除
方
式
（
タ
イ
プ
一
）、
お
よ
び
、
居
住
地
ベ
ー
ス
で
課
税
す
る
二
つ
の
タ
イ
プ
、
す
な
わ
ち
、
居

住
者
た
る
法
人
本
社
な
い
し
個
人
株
主
に
対
し
居
住
地
国
が
そ
の
全
世
界
所
得
に
課
税
し
、
納
付
外
国
税
に
対
し
国
際
的
二
重
課
税
を
調

整
す
る
外
国
税
額
控
除
を
認
め
る
全
世
界
所
得
課
税
主
義
方
式
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
（
タ
イ
プ
二
、
お
よ
び
三
）。
つ
ぎ
に
、equity

だ
け

で
な
くdebt

を
含
む
全
資
本
が
生
む
収
益
に
つ
い
て
は
、
源
泉
地
国
ベ
ー
ス
の
二
つ
の
タ
イ
プ
の
税
、
二
元
的
所
得
税
（dual incom

e 

tax, D
IT

）
と
包
括
的
事
業
所
得
税
（com

prehensive business incom
e tax, C

B
IT

）
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
（
タ
イ
プ
四
、
お
よ
び
五
）。
最
後

に
、
経
済
的
レ
ン
ト
の
み
に
課
税
す
る
も
の
と
し
て
、
源
泉
地
国
ベ
ー
ス
に
属
す
る
Ａ
Ｃ
Ｅ
法
人
税
と
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
法
人
税
（
タ

イ
プ
六
、
お
よ
び
七
）、
仕
向
地
ベ
ー
ス
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
税
と
Ｖ
Ａ
Ｔ
タ
イ
プ
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
税
が
示
さ
れ
て
い
る
（
タ
イ

プ
八
、
お
よ
び
九
）。
こ
れ
ら
の
税
の
比
較
検
討
は
の
ち
に
行
う
こ
と
と
し
て
、
こ
こ
で
は
Ａ
＝
Ｄ
＝
Ｓ
論
文
が
最
終
的
に
下
し
た
結
論
は

仕
向
地
ベ
ー
ス
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
税
が
今
後
の
法
人
課
税
と
し
て
望
ま
し
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

2
．
資
本
所
得
課
税
の
漸
進
的
改
革
案
と
抜
本
的
改
革
案

以
上
の
Ａ
＝
Ｄ
＝
Ｓ
論
文
の
分
析
枠
組
に
対
し
て
、
Ｇ
＝
Ｈ
＝
Ｓ
論
文
で
は
「
居
住
地
ベ
ー
ス
か
、
源
泉
地
ベ
ー
ス
か
」
と
い
う
伝
統

的
な
枠
組
の
な
か
で
各
種
の
資
本
課
税
の
選
択
肢
が
と
り
上
げ
ら
れ
て
い
る

（
3
）

。
こ
れ
は
Ａ
＝
Ｄ
＝
Ｓ
論
文
が
法
人
税
制
度
の
か
か
え
る
諸

問
題
を
検
討
し
て
、
ど
の
よ
う
な
法
人
税
制
改
革
の
提
案
を
行
う
か
を
課
題
と
し
て
い
た
の
に
対
し
、
Ｇ
＝
Ｈ
＝
Ｓ
論
文
の
方
は
グ
ロ
ー
バ

リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
進
展
に
よ
る
国
際
経
済
環
境
の
変
化
の
も
と
で
の
租
税
政
策
、
と
く
に
資
本
課
税
に
係
わ
る
租
税
制
度
の
デ
ザ
イ
ン
を
ど
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の
よ
う
に
描
く
か
を
課
題
と
し
、
し
た
が
っ
て
開
放
経
済
下
の
国
際
租
税
政
策
の
あ
り
方
を
基
本
問
題
と
し
て
設
定
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う

（
4
）

。

Ｇ
＝
Ｈ
＝
Ｓ
論
文
で
の
国
際
資
本
所
得
課
税
の
改
革
論
の
提
起
は
、
現
行
制
度
を
踏
ま
え
た
現
実
的
な
い
く
つ
か
の
選
択
肢
の
提
案
と

「
よ
り
包
括
的
な
改
革
案
」
の
二
段
階
で
行
わ
れ
て
い
る

（
5
）

。
ま
ず
、
前
者
で
は
、
①
外
国
源
泉
所
得
に
対
す
る
課
税
の
繰
り
延
べ
を
認
め

な
い
全
世
界
課
税
主
義
へ
の
移
行
、
②
属
地
主
義
な
い
し
国
外
所
得
免
除
制
度
（exem

ption system

）
へ
の
移
行
、
③
現
行
の
被
支
配
外

国
会
社
（controlled F

oreign C
om

pany, C
F
C

）
制
度
の
被
支
配
会
社
（C

ontrolled C
om

pany, C
C

）
制
度
へ
の
転
換
、
④
Ｅ
Ｕ
委
員
会
が

提
案
し
て
い
る
共
通
連
結
課
税
ベ
ー
ス
（C

om
m
on C

onsolidated C
orporate T

ax B
ase, C

C
C
T
B

）
の
採
用
、
⑤
本
国
課
税
制
度
（H

om
e 

S
tate T

axation, H
S
T

）
の
五
つ
の
選
択
肢
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
よ
り
進
ん
だ
包
括
的
な
改
革
案
と
し
て
、
⑥
資
本
の
全
収
益

（full return to capital

）
に
対
し
て
居
住
地
ベ
ー
ス
の
個
人
税
を
課
税
す
る
所
得
課
税
制
度
（incom

e tax regim
e

）
と
、
⑦
超
過
収
益

（above-norm
al returns

）
に
課
税
を
限
定
す
る
消
費
課
税
制
度
（consum

ption tax regim
e

）
と
い
う
個
人
レ
ベ
ル
で
の
課
税
方
式
の
二
つ

の
選
択
肢
が
示
さ
れ
る
と
と
も
に
、
法
人
レ
ベ
ル
でA

llow
ance for C

orporate E
quity

（
Ａ
Ｃ
Ｅ
）
を
通
じ
て
法
人
の
通
常
収
益
を
課

税
か
ら
除
外
す
る
方
式
を
両
者
と
そ
れ
ぞ
れ
組
み
合
わ
せ
る
改
革
案
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。

1 ）　

漸
進
的
改
革
案
の
諸
類
型

①
で
は
、
一
般
の
全
世
界
課
税
主
義
の
場
合
、
外
国
源
泉
所
得
に
対
す
る
居
住
地
国
の
課
税
は
、
原
則
と
し
て
、
そ
の
所
得
が
外
国
に

留
保
さ
れ
る
限
り
行
わ
れ
ず
、
本
国
に
利
潤
送
金
さ
れ
た
際
に
限
定
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
外
国
税
額
控
除
に
限
度
額
を
設
け
ず
、
ま

た
外
国
源
泉
所
得
に
対
す
る
課
税
の
繰
り
延
べ
を
認
め
な
い
方
式
が
と
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
イ
ギ
リ
ス
が
こ
の
方
式
を
と
る

こ
と
は
同
国
に
本
拠
を
置
く
多
国
籍
企
業
の
本
社
を
喪
失
す
る
こ
と
に
な
る
と
し
て
、
退
け
ら
れ
て
い
る

（
6
）

。
ま
た
、
こ
の
点
と
係
わ
っ
て
、

七
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資
本
輸
出
中
立
性
（
Ｃ
Ｅ
Ｎ
）、
資
本
輸
入
中
立
性
（
Ｃ
Ｉ
Ｎ
）、
国
家
的
中
立
性
（N
ational N

eutrality, N
N

）
の
概
念
と
並
ん
で
、
資
本
所

有
中
立
性
（C

apital O
w
nership N

eutrality, C
O
N

）
の
概
念
が
紹
介
さ
れ
、
そ
の
重
要
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る

（
7
）

。
Ｃ
Ｏ
Ｎ
と
は
、
多
国
籍

企
業
が
開
発
し
た
技
術
・
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
そ
の
他
の
資
産
は
当
該
企
業
に
独
自
の
も
の
で
あ
り
、
資
産
の
生
産
性
は
そ
の
所
有
・
管
理

の
あ
り
方
に
依
存
し
て
い
る
と
し
て
、
税
制
が
こ
の
多
国
籍
企
業
の
所
有
の
態
様
を
歪
め
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
Ｃ
Ｏ
Ｎ
が

達
成
さ
れ
る
の
は
、
す
べ
て
の
国
が
全
世
界
所
得
課
税
方
式
を
と
る
と
と
も
に
無
制
限
の
外
国
税
額
控
除
を
認
め
、
か
つ
各
国
が
課
税

ベ
ー
ス
に
つ
い
て
同
一
の
定
義
を
採
用
す
る
と
の
条
件
が
満
た
さ
れ
る
場
合
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
完
全
な
Ｃ
Ｅ
Ｎ
が
保
障
さ
れ
る
な
か

で
、
資
産
は
そ
れ
を
最
も
生
産
的
に
利
用
で
き
る
多
国
籍
企
業
に
よ
り
獲
得
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
同
じ
結
果
は
、
す
べ
て
の
居
住
地
国

が
国
外
所
得
に
つ
い
て
自
国
の
課
税
を
免
除
し
、
か
つ
ク
ロ
ス
・
ボ
ー
ダ
ー
の
資
産
買
収
の
た
め
の
資
金
コ
ス
ト
な
い
し
償
却
の
控
除
に

つ
い
て
各
国
が
同
じ
ル
ー
ル
を
適
用
す
る
場
合
に
も
達
成
さ
れ
る
と
い
う

（
8
）

。
こ
こ
に
、
次
の
②
の
選
択
肢
と
の
係
わ
り
が
見
出
さ
れ
る
。

②
の
属
地
主
義
（
国
外
所
得
免
除
制
度
）
は
、
近
年
、
こ
の
方
式
を
採
用
す
る
国
が
増
加
し
た
と
さ
れ
、
二
〇
〇
五
年
時
点
で
は
Ｏ
Ｅ
Ｃ

Ｄ
三
〇
か
国
の
な
か
で
居
住
地
主
義
（
全
世
界
所
得
課
税
主
義
）
を
と
る
国
が
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
、
日
本
な
ど
九
か
国
で
あ
る
の
に
対

し
、
属
地
主
義
を
と
る
国
は
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
タ
リ
ア
、
カ
ナ
ダ
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
な
ど

二
一
か
国
に
の
ぼ
る
と
い
う

（
9
）

。
Ｇ
＝
Ｈ
＝
Ｓ
論
文
も
、
イ
ギ
リ
ス
が
こ
の
方
式
に
移
行
す
れ
ば
同
国
に
本
拠
を
置
く
多
国
籍
企
業
の
競
争

力
を
改
善
す
る
だ
け
で
な
く

（
10
）

、
課
税
が
送
金
決
定
に
及
ぼ
す
歪
み
を
除
去
す
る
こ
と
に
よ
り
Ｃ
Ｏ
Ｎ
の
改
善
に
も
寄
与
す
る
と
の
期
待
を

寄
せ
る
が

（
11
）

、
イ
ギ
リ
ス
が
政
策
パ
ッ
ケ
ー
ジ
と
し
て
同
時
に
実
施
を
予
定
す
る
Ｃ
Ｆ
Ｃ
制
度
の
Ｃ
Ｃ
制
度
へ
の
転
換
に
つ
い
て
は
全
体
と

し
て
制
度
の
簡
素
化
を
も
た
ら
さ
な
い
と
し
て
消
極
的
評
価
に
と
ど
ま
っ
て
い
る

（
12
）

。

③
は
そ
の
Ｃ
Ｃ
制
度
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
Ｃ
Ｆ
Ｃ
制
度
が
事
業
主
体
（entities
）
に
適
用
さ
れ
る
の
に
対
し
、
能
動
的
所
得
（active 
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incom
e

）
か
受
動
的
所
得
（passive incom

e

）
か
と
い
う
所
得
種
類
を
基
準
に
適
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る

（
13
）

。
す
な
わ
ち
、
Ｃ
Ｆ
Ｃ
制
度
の

も
と
で
は
外
国
子
会
社
が
Ｃ
Ｆ
Ｃ
だ
と
認
定
さ
れ
る
と
能
動
的
と
受
動
的
と
を
問
わ
ず
そ
の
全
所
得
が
イ
ギ
リ
ス
で
の
課
税
対
象
に
な
る

の
に
対
し
、
Ｃ
Ｃ
制
度
の
も
と
で
は
イ
ギ
リ
ス
親
会
社
の
支
配
下
に
あ
る
子
会
社
の
受
動
的
所
得
と
「
移
動
可
能
な
（m

obile

）」
能
動
的

所
得
が
親
会
社
に
割
り
当
て
ら
れ
、
イ
ギ
リ
ス
で
課
税
さ
れ
た
う
え
で
外
国
税
額
控
除
の
適
用
を
受
け
る
も
の
と
さ
れ
た
。
議
論
の
的
と

な
っ
た
の
は
、「
移
動
可
能
な
」
能
動
的
所
得
が
受
動
的
所
得
と
認
定
さ
れ
る
こ
と

（
14
）

、
全
世
界
の
イ
ギ
リ
ス
子
会
社
が
対
象
に
な
る
こ
と
、

外
国
子
会
社
だ
け
で
な
く
国
内
子
会
社
も
適
用
対
象
と
な
る
こ
と
な
ど
で
あ
っ
た
。
Ｇ
＝
Ｈ
＝
Ｓ
論
文
は
、
Ｃ
Ｃ
制
度
の
方
が
Ｃ
Ｆ
Ｃ
制

度
よ
り
も
射
程
が
広
い
、
国
内
に
も
適
用
さ
れ
る
、
能
動
か
受
動
か
を
検
証
す
る
こ
と
の
執
行
上
の
困
難
性
、
さ
ら
に
は
新
た
な
利
子
制
限

ル
ー
ル
の
導
入
な
ど
過
剰
な
租
税
回
避
防
止
条
項
の
追
加
な
ど
の
問
題
点
を
指
摘
し
て
、
こ
の
改
革
案
に
否
定
的
な
評
価
を
下
し
て
い
る

（
15
）

。

④
の
共
通
連
結
課
税
ベ
ー
ス
は
Ｅ
Ｕ
委
員
会
の
提
案
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
Ｃ
Ｃ
Ｃ
Ｔ
Ｂ
方
式
に
よ
れ
ば
、
Ｅ
Ｕ
多
国
籍
企
業
は
共
通

の
ル
ー
ル
に
従
っ
て
算
定
さ
れ
た
課
税
ベ
ー
ス
を
選
択
す
る
一
方
、
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
は
共
通
の
定
式
に
よ
り
課
税
ベ
ー
ス
を
配
分
し
、
そ
れ

に
自
国
の
法
人
税
率
を
適
用
す
る
こ
と
に
な
る
。
国
際
的
に
事
業
活
動
を
展
開
し
て
い
な
い
企
業
や
Ｃ
Ｃ
Ｃ
Ｔ
Ｂ
を
選
択
し
な
い
多
国
籍

企
業
は
、
従
来
ど
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
税
法
に
よ
り
課
税
を
受
け
る
。
し
か
し
、
Ｇ
＝
Ｈ
＝
Ｓ
論
文
に
よ
れ
ば
、
こ
の
方
式
に
も
さ

ま
ざ
ま
な
問
題
が
あ
る

（
16
）

。（
ⅰ
）
所
得
を
連
結
し
、
各
国
に
配
分
す
る
企
業
グ
ル
ー
プ
の
範
囲
を
ど
こ
で
線
引
き
す
る
か
、（
ⅱ
）
課
税
を

配
分
す
る
定
式
を
ど
の
よ
う
に
構
成
す
る
か

（
17
）

、（
ⅲ
）
企
業
内
で
の
所
得
の
配
分
は
Ｅ
Ｕ
内
で
生
み
出
さ
れ
た
分
に
適
用
が
限
定
さ
れ
、

Ｅ
Ｕ
内
外
の
企
業
内
で
は
、
従
来
ど
お
り
の
個
別
会
計
方
式
と
移
転
価
格
問
題
が
継
続
す
る
こ
と
に
な
る
、（
ⅳ
）
異
な
る
制
度
の
併
存

は
紛
糾
と
対
立
を
も
た
ら
す
だ
け
で
な
く
、
法
人
セ
ク
タ
ー
で
の
資
源
配
分
を
歪
め
る
可
能
性
が
あ
る
、
な
ど
が
そ
れ
で
あ
り
、
Ｅ
Ｕ
委

員
会
で
な
お
検
討
が
続
け
ら
れ
て
い
る
。

七
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⑤
はL

odin/G
am

m
ie

に
よ
り
提
案
さ
れ
た
本
国
課
税
方
式
で
あ
る

（
18
）

。
こ
れ
は
、
加
盟
国
間
で
法
人
課
税
ベ
ー
ス
の
共
通
の
定
義
に
つ

い
て
合
意
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
が
Ｃ
Ｃ
Ｃ
Ｔ
Ｂ
の
大
き
な
ハ
ー
ド
ル
の
ひ
と
つ
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
Ｅ
Ｕ
多
国
籍
企
業
に
対
し
Ｅ
Ｕ
全

体
で
の
連
結
利
益
を
親
会
社
の
居
住
地
国
の
税
法
に
従
っ
て
算
定
し
、
つ
い
で
そ
の
課
税
ベ
ー
ス
を
配
分
定
式
（form

ulary 

apportionm
ent

）
に
基
づ
い
て
各
加
盟
国
に
配
分
す
る
こ
と
に
よ
り
、
加
盟
国
は
Ｃ
Ｃ
Ｃ
Ｔ
Ｂ
の
場
合
と
同
様
に
そ
れ
に
自
国
の
法
人
税

率
を
適
用
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
Ｃ
Ｃ
Ｃ
Ｔ
Ｂ
も
Ｈ
Ｓ
Ｔ
も
課
税
ベ
ー
ス
の
配
分
の
点
で
は
同
様
の
技
術
的
問
題
に
直
面
す
る
が
、

租
税
政
策
面
で
自
律
性
を
保
持
す
る
こ
と
を
意
図
す
る
各
国
政
府
に
と
っ
て
も
、
ま
た
新
し
い
共
通
課
税
ベ
ー
ス
へ
の
習
熟
を
必
要
と
せ

ず
制
度
選
択
の
余
地
も
あ
る
点
で
有
利
な
企
業
側
に
し
て
も
、
Ｈ
Ｓ
Ｔ
の
方
が
ハ
ー
ド
ル
は
低
い
と
い
え
る
。
し
か
し
、
Ｈ
Ｓ
Ｔ
は
、
Ｃ

Ｃ
Ｃ
Ｔ
Ｂ
と
異
な
り
、
Ｅ
Ｕ
内
の
親
会
社
と
グ
ル
ー
プ
企
業
が
域
内
の
別
々
の
国
に
所
在
し
て
い
る
場
合
、
異
な
る
課
税
ベ
ー
ス
の
定
義

を
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
Ｃ
Ｉ
Ｎ
も
Ｃ
Ｏ
Ｎ
も
実
現
で
き
な
い
。
そ
の
上
、
Ｈ
Ｓ
Ｔ
の
も
と
で
は
、
有
利
な
課
税
ベ
ー
ス
の
算

定
ル
ー
ル
を
持
つ
国
に
本
社
を
置
く
こ
と
が
有
利
に
な
る
た
め
、
各
国
の
租
税
競
争
を
激
化
さ
せ
る
お
そ
れ
も
あ
る
。
Ｇ
＝
Ｈ
＝
Ｓ
に
よ

れ
ば
、
Ｈ
Ｓ
Ｔ
と
Ｃ
Ｃ
Ｃ
Ｔ
Ｂ
の
い
ず
れ
が
好
ま
し
い
か
は
明
確
で
は
な
い
と
い
う
の
が
、
さ
し
あ
た
り
の
結
論
で
あ
る

（
19
）

。

2 ）　

抜
本
的
改
革
案
│
二
つ
の
選
択
肢

Ｇ
＝
Ｈ
＝
Ｓ
論
文
の
そ
も
そ
も
の
主
張
は
以
上
の
改
善
案
で
は
な
く
、
よ
り
包
括
的
な
改
革
案
の
提
起
に
あ
る
。
す
で
に
ふ
れ
た
よ
う

に
、
そ
こ
で
は
、
資
本
の
全
収
益
に
対
し
て
居
住
地
ベ
ー
ス
の
個
人
税
を
課
税
す
る
所
得
ベ
ー
ス
税
制
と
、
超
過
収
益
に
課
税
を
限
定
す

る
消
費
ベ
ー
ス
税
制
と
い
う
個
人
レ
ベ
ル
で
の
課
税
方
式
の
二
つ
の
選
択
肢
と
と
も
に
、
法
人
レ
ベ
ル
で
の
Ａ
Ｃ
Ｅ
法
人
税
を
両
者
と
そ

れ
ぞ
れ
組
み
合
わ
せ
る
改
革
案
が
提
示
さ
れ
た

（
20
）

。
Ａ
Ｃ
Ｅ
法
人
税
、
お
よ
び
超
過
収
益
に
対
す
る
消
費
ベ
ー
ス
課
税
に
つ
い
て
は
次
節
で
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取
り
上
げ
る
こ
と
と
し
て
、
こ
こ
で
は
居
住
地
ベ
ー
ス
の
所
得
ベ
ー
ス
個
人
税
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
こ
う
。

提
起
さ
れ
て
い
る
の
は
、
二
元
的
所
得
税
で
あ
る
。
Ａ
Ｃ
Ｅ
は
企
業
レ
ベ
ル
で
通
常
収
益
へ
の
課
税
を
免
除
す
る
が
、
そ
の
根
拠
は
資

本
の
国
際
的
な
移
動
可
能
性
の
高
さ
に
求
め
ら
れ
、
通
常
収
益
へ
の
課
税
は
結
局
、
国
内
の
他
の
生
産
要
素
に
転
嫁
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
個
人
の
場
合
は
資
本
よ
り
も
国
際
的
な
移
動
性
は
は
る
か
に
低
い
た
め
、
個
人
の
居
住
投
資
家
レ
ベ
ル
で
資
本
所
得
の
課
税

を
免
除
す
る
根
拠
は
存
在
し
な
い
と
さ
れ
る
。
そ
の
上
で
、
稼
得
所
得
（earned incom

e

）
に
対
し
累
進
税
率
を
適
用
す
る
こ
と
を
前
提

と
す
る
一
方
で
、
資
本
所
得
に
次
の
よ
う
な
居
住
地
ベ
ー
ス
の
課
税
を
行
う
こ
と
を
主
張
す
る

（
21
）

。
す
な
わ
ち
、（
ⅰ
）
稼
得
所
得
に
適
用

さ
れ
る
最
高
限
界
税
率
以
下
の
相
対
的
に
低
い
フ
ラ
ッ
ト
税
率
に
よ
り
資
本
所
得

（
22
）

に
課
税
す
る
、（
ⅱ
）
法
人
税
率
を
tｃ

、
労
働
所
得
へ

の
最
高
限
界
税
率
を
tＬ

と
す
る
と
、
所
得
移
転
を
通
じ
る
租
税
回
避
を
防
ぐ
に
は
、
資
本
所
得
税
率
tｒ

は
（1

－t
r

）（1

－t
c

）＝1

－t
L

と

な
る
よ
う
設
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、（
ⅲ
）
非
法
人
企
業
の
所
有
者
に
は
、
事
業
の
帰
属
収
益
は
資
本
所
得
と
し
て
、
残
余
は
稼
得
所

得
と
し
て
課
税
が
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
Ｇ
＝
Ｈ
＝
Ｓ
論
文
が
最
終
的
に
推
奨
す
る
改
革
案
は
、
Ａ

Ｃ
Ｅ
制
度
と
超
過
収
益
に
対
す
る
消
費
ベ
ー
ス
課
税
で
あ
る
株
主
所
得
税
と
の
組
み
合
わ
せ
で
あ
る

（
23
）

。

次
節
で
は
、
以
上
の
さ
ま
ざ
ま
な
法
人
課
税
改
革
論
の
う
ち
基
本
的
な
タ
イ
プ
に
つ
い
て
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
別
に
よ
り
立
ち
入
っ
た
検
討

を
行
う
こ
と
に
し
よ
う
。

Ⅱ　

法
人
課
税
改
革
論
の
論
点
と
評
価

上
述
し
た
よ
う
に
、
マ
ー
リ
ー
ズ
・
レ
ビ
ュ
ー
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
タ
イ
プ
の
法
人
税
改
革
の
選
択
肢
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
中
か

ら
推
奨
さ
れ
た
改
革
案
は
、
一
方
で
は
仕
向
地
ベ
ー
ス
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
法
人
税
で
あ
り
、
他
方
で
は
Ａ
Ｃ
Ｅ
法
人
税
と
個
人
レ
ベ

七
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ル
で
の
支
出
税
と
を
組
み
合
わ
せ
る
方
式
で
あ
っ
た
。
こ
の
両
者
は
税
等
価
と
さ
れ
る
が

（
24
）

、
実
行
可
能
性
の
点
で
等
置
さ
れ
る
か
ど
う
か

に
は
疑
問
が
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
マ
ー
リ
ー
ズ
・
レ
ビ
ュ
ー
は
ま
さ
し
く
レ
ビ
ュ
ー
で
あ
り
、
統
一
し
た
視
点
か
ら
首
尾
一
貫
し

た
改
革
案
が
提
示
さ
れ
て
い
る
と
は
み
ら
れ
な
い
。
そ
の
こ
と
は
さ
し
あ
た
り
問
わ
な
い
こ
と
と
し
て
、
本
節
で
は
、
基
本
的
な
改
革
案

に
つ
い
て
そ
の
特
徴
と
評
価
を
カ
テ
ゴ
リ
ー
別
に
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
そ
の
際
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
法
人
所
得
税
改
革
に
関
す
る
報
告

書
（
25
）

も
参
照
し
つ
つ
マ
ー
リ
ー
ズ
・
レ
ビ
ュ
ー
で
の
捉
え
方
と
突
き
合
わ
せ
て
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

1
．
所
得
ベ
ー
ス
型
法
人
税
と
消
費
ベ
ー
ス
型
法
人
税
の
相
克

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
報
告
書
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
タ
イ
プ
の
法
人
税
改
革
論
を
詳
細
に
論
じ
た
第
九
章
に
お
い
て
、
法
人
所
得
タ
イ
プ
の
税
制
改
革

論
と
し
て
、
①
完
全
統
合
・
完
全
イ
ン
ピ
ュ
テ
ー
シ
ョ
ン
制
度
、
②
（
法
人
）
Ａ
Ｃ
Ｅ
税
制
、
③
（
株
主
）
Ａ
Ｃ
Ｅ
制
度
、
④
Ａ
Ｓ
Ｅ

（allow
ance for shareholder equity tax system

）
制
度
、
⑤
Ｃ
Ｂ
Ｉ
Ｔ
を
、
他
方
、
消
費
タ
イ
プ
の
法
人
税
と
し
て
、
⑥
仕
向
地
ベ
ー
ス

の
法
人
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
税
、
⑦
原
産
地
ベ
ー
ス
の
法
人
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
税
を
あ
げ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
課
税
形
態
に
着

目
し
た
分
類
で
あ
り
、
税
等
価
に
着
目
し
て
課
税
ベ
ー
ス
に
よ
り
分
類
す
る
な
ら
ば
、
所
得
ベ
ー
ス
課
税
と
し
て
①
、
⑤
が
、
そ
れ
以
外

は
消
費
ベ
ー
ス
課
税
と
特
徴
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
も
と
も
と
マ
ー
リ
ー
ズ
・
レ
ビ
ュ
ー
は
ミ
ー
ド
報
告
の
提
起
し
た
所
得
ベ
ー
ス

課
税
か
ら
消
費
ベ
ー
ス
課
税
へ
の
転
換
と
い
う
方
向
を
踏
ま
え
て
、
そ
の
延
長
線
上
に
「
最
適
課
税
論
」
の
観
点
か
ら
生
産
活
動
に
中
立

的
な
法
人
税
制
・
資
本
所
得
税
制
の
提
言
を
行
う
こ
と
を
課
題
と
し
て
い
る

（
26
）

。
そ
の
意
味
で
、
所
得
ベ
ー
ス
型
な
の
か
、
そ
れ
と
も
消
費

ベ
ー
ス
型
な
の
か
は
、
改
革
論
を
区
分
す
る
基
軸
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
以
下
で
は
所
得
ベ
ー
ス
型
、
消
費
ベ
ー
ス
型
の
基
本
タ
イ

プ
に
限
定
し
て
検
討
し
よ
う
。
た
だ
、
消
費
ベ
ー
ス
型
の
法
人
税
と
し
て
Ａ
Ｃ
Ｅ
法
人
税
と
並
ぶ
今
一
つ
の
基
本
タ
イ
プ
で
あ
る
キ
ャ
ッ

七
五



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
四
六
八
）

シ
ュ
フ
ロ
ー
法
人
税
に
つ
い
て
は
、
そ
の
選
択
肢
を
推
奨
す
る
Ａ
＝
Ｄ
＝
Ｓ
論
文
が
課
税
地
原
則
と
結
び
つ
け
て
論
じ
て
い
る
の
で
、

キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
法
人
税
に
つ
い
て
は
次
項
で
と
り
上
げ
る
こ
と
に
し
た
い
。

1 ）　

所
得
ベ
ー
ス
型
法
人
税
の
検
討

⑴　

完
全
統
合
・
完
全
イ
ン
ピ
ュ
テ
ー
シ
ョ
ン
制
度

マ
ー
リ
ー
ズ
・
レ
ビ
ュ
ー
の
基
本
的
ス
タ
ン
ス
は
最
適
課
税
論
の
立
場
か
ら
生
産
に
中
立
的
な
法
人
税
制
を
提
案
す
る
こ
と
に
あ
る
た

め
、
課
税
ベ
ー
ス
の
選
択
に
当
た
っ
て
は
消
費
ベ
ー
ス
を
採
用
す
る
こ
と
が
前
提
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
課
税
対
象
と
な
る
の
は
通
常

収
益
を
超
え
る
超
過
収
益
と
な
る
。
そ
の
た
め
、
所
得
ベ
ー
ス
型
の
法
人
税
の
選
択
は
初
め
か
ら
視
野
に
入
っ
て
こ
な
い
こ
と
に
な
る
。

マ
ー
リ
ー
ズ
・
レ
ビ
ュ
ー
の
消
費
ベ
ー
ス
法
人
課
税
と
対
比
す
る
基
準
を
得
る
た
め
に
、
ま
ず
、
所
得
ベ
ー
ス
の
法
人
課
税
に
つ
い
て
検

討
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

所
得
ベ
ー
ス
法
人
税
の
重
要
な
モ
デ
ル
と
み
な
さ
れ
る
の
は
、
法
人
税
と
個
人
所
得
税
の
完
全
統
合
を
図
る
モ
デ
ル
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

カ
ナ
ダ
の
カ
ー
タ
ー
委
員
会
報
告
の
完
全
統
合
の
提
案
お
よ
び
わ
が
国
の
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
に
よ
る
統
合
方
式
（
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
課
税

方
式
）
が
代
表
的
提
案
と
い
え
る
。
完
全
統
合
モ
デ
ル
で
は
配
当
部
分
、
内
部
留
保
部
分
を
含
め
、
法
人
所
得
は
法
人
を
パ
ス
・
ス
ル
ー

す
る
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
、
法
人
税
は
個
人
所
得
税
の
前
払
い
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る

（
27
）

。
完
全
統
合
法
人
税
は
包
括
的
所

得
税
と
一
体
と
な
っ
た
モ
デ
ル
提
案
で
あ
り
、
理
論
的
の
み
な
ら
ず
実
際
面
に
お
い
て
も
、
今
日
で
も
な
お
も
っ
と
も
有
力
な
規
範
理
論

で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い

（
28
）

。
現
行
の
統
合
型
法
人
所
得
税
に
対
し
て
は
、（
ⅰ
）
資
金
調
達
方
式
に
お
け
るdebt

とequity

と
の
課
税
上

の
相
違
、（
ⅱ
）
国
際
的
な
投
資
先
の
決
定
に
関
す
る
意
思
決
定
に
及
ぼ
す
歪
み
、（
ⅲ
）
本
社
機
能
の
世
界
的
な
配
置
や
課
税
ベ
ー
ス
の

七
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国
際
的
な
配
分
に
及
ぼ
す
歪
み
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
な
が
ら

（
29
）

、
し
た
が
っ
て
長
年
に
わ
た
り
現
行
法
人
税
に
代
替
す
る

改
革
案
が
提
案
さ
れ
な
が
ら
も
、
実
際
に
実
施
に
移
さ
れ
た
も
の
は
Ａ
Ｃ
Ｅ
法
人
税
な
ど
に
限
定
さ
れ
、
そ
れ
も
ベ
ル
ギ
ー
を
除
い
て
短

期
間
で
廃
止
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
み
て
も
、
完
全
統
合
法
人
税
の
規
範
性
は
な
お
維
持
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

一
般
に
イ
ン
ピ
ュ
テ
ー
シ
ョ
ン
方
式
は
配
当
だ
け
に
つ
い
て
二
重
課
税
の
調
整
を
行
な
う
方
式
の
一
種
で
あ
り
、
留
保
利
潤
の
課
税
を

欠
落
さ
せ
て
い
る
点
で
不
完
全
な
統
合
方
式
で
あ
る
た
め
、
事
実
上
、
配
当
課
税
の
軽
減
を
図
る
配
当
救
済
措
置
と
な
っ
て
い
る
と
い
う

の
が
、
そ
の
基
本
的
評
価
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
報
告
書
が
説
明
す
る
完
全
イ
ン
ピ
ュ
テ
ー
シ
ョ
ン
方
式
は
、
利
潤
が
留
保
さ

れ
た
場
合
に
は
〔
留
保
利
潤

－

法
人
税
額
〕
分
だ
け
株
主
の
保
有
す
る
株
式
の
ベ
ー
シ
ス
を
引
き
上
げ
る
こ
と
に
よ
り
留
保
収
益
の
二
重

課
税
が
防
止
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る

（
30
）

。

標
準
的
法
人
税
の
課
税
ベ
ー
ス

完
全
統
合
・
完
全
イ
ン
ピ
ュ
テ
ー
シ
ョ
ン
方
式
を
と
る
包
括
的
所
得
ベ
ー
ス
の
法
人
税
の
課
税
ベ
ー
ス
（
Tｐ

）
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る

（
31
）

。

T
p

＝R
p

－γ
K

－rbK

た
だ
し
、
Rｐ

：
収
入
（
未
実
現
の
損
益
を
含
む
）、
K
：
資
本
、
r
：
利
子
率
、

b
：
K
の
う
ち
負
債
で
調
達
す
る
割
合
、
γ
：
経
済
的
減
価
償
却
率

た
だ
し
、
実
際
に
は
収
益
は
未
実
現
ベ
ー
ス
で
は
算
定
さ
れ
ず
、
一
般
に
実
現
ベ
ー
ス
で
算
出
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
減
価
償
却
も
税

法
上
認
め
ら
れ
た
減
価
償
却
方
法
に
依
存
す
る
た
め
、
実
際
の
標
準
的
法
人
税
の
課
税
ベ
ー
ス
（
Tｓ

）
は
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

T
s

＝R

－δ
K

－rbK
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た
だ
し
、
R
：
収
入

（
32
）

、
δ
：
税
法
上
の
減
価
償
却
率

統
合
方
式
の
も
と
で
の
法
人
税
の
根
拠

法
人
所
得
の
課
税
と
個
人
株
主
の
配
当
、
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
の
課
税
と
は
密
接
な
関
係
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
法
人
独
立
課
税
の

考
え
方
に
立
つ
分
離
論
の
立
場
に
立
て
ば
、
両
者
の
係
わ
り
を
検
討
す
る
必
要
は
な
く
な
る
。
し
か
し
、
個
人
株
主
が
法
人
所
得
課
税
の

究
極
の
負
担
者
と
と
ら
え
る
統
合
論
の
立
場
に
立
て
ば
、
法
人
税
と
個
人
所
得
税
と
の
統
合
が
不
可
欠
と
な
る
。

統
合
論
の
立
場
に
立
つ
場
合
に
も
、
配
当
の
二
重
課
税
の
調
整
、
お
よ
び
留
保
所
得
が
も
た
ら
す
個
人
株
主
の
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン

に
対
す
る
二
重
課
税
の
調
整
が
完
全
に
行
わ
れ
る
な
ら
ば
、
法
人
税
は
必
要
で
な
く
な
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
現
実
に
は
、
配
当
の
二

重
課
税
の
調
整
が
必
ず
し
も
完
全
な
形
で
は
行
わ
れ
な
い
こ
と
、
ま
た
、
留
保
所
得
に
つ
い
て
法
人
税
と
個
人
所
得
税
と
の
完
全
統
合
を

行
う
こ
と
が
困
難
で
あ
る
た
め
に
、
現
実
に
は
法
人
税
が
必
要
に
な
る
。

統
合
に
当
た
っ
て
は
、
法
人
税
率
と
個
人
所
得
税
の
最
高
税
率
と
の
関
係
も
課
税
の
歪
み
を
も
た
ら
す
要
因
に
な
る
。
配
当
統
合
の
場

合
に
も
、
一
般
に
大
口
の
株
主
に
比
べ
て
小
口
の
株
主
が
不
利
に
な
る
傾
向
が
あ
る
が
、
留
保
所
得
の
場
合
に
は
そ
の
歪
み
は
い
っ
そ
う

増
幅
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
般
に
法
人
税
率
の
ほ
う
が
個
人
所
得
税
の
最
高
税
率
よ
り
も
低
い
た
め
、
留
保
所
得
の
方
が
低
税
率
に
な

り
、
そ
の
結
果
、
留
保
を
促
進
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
所
得
税
を
回
避
す
る
と
い
う
大
口
株
主
の
行
動
を
一
般
化
さ
せ
る
。
し
か
も
、
留
保

を
反
映
す
る
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
が
個
人
株
主
レ
ベ
ル
で
優
遇
さ
れ
て
い
る
場
合
、
留
保
に
対
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
よ
り
強
く
働

く
。
留
保
が
有
利
に
な
れ
ば
、
配
当
性
向
は
低
下
す
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
個
人
株
主
、
個
人
投
資
家
の
選
択
に
よ
り
株
式
市
場
を
通
じ

て
資
本
配
分
さ
れ
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
作
動
し
な
い
た
め
、
投
資
の
非
効
率
を
招
く
と
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
歪
み
を
避
け
る
た
め
、
カ
ー
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タ
ー
方
式
で
は
法
人
税
率
と
個
人
所
得
税
の
最
高
税
率
は
同
一
水
準
に
設
定
さ
れ
た
。

⑵　

Ｃ
Ｂ
Ｉ
Ｔ

Ｃ
Ｂ
Ｉ
Ｔ
は
、
ア
メ
リ
カ
財
務
省
報
告
書
（
一
九
九
二
年
）
に
よ
り
提
起
さ
れ
た
法
人
課
税
の
方
式
で
あ
り
、
法
人
の
資
本
収
益
へ
の

二
重
課
税
を
回
避
し
、
一
回
限
り
の
課
税
で
終
結
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
法
人
の
配
当
な
い
し
支
払
利
子
の
法
人

所
得
か
ら
の
控
除
を
否
認
す
る
と
同
時
に
株
主
や
債
権
者
の
受
取
配
当
な
い
し
受
取
利
子
を
課
税
対
象
所
得
か
ら
除
外
す
る
こ
と
に
よ
り
、

debt

とequity

の
課
税
上
の
扱
い
を
均
等
化
し
、
法
人
事
業
と
非
法
人
事
業
に
対
し
一
様
な
課
税
を
行
な
い
、
留
保
と
配
当
の
間
の
課

税
上
の
歪
み
を
縮
減
す
る
こ
と
を
企
図
す
る

（
33
）

。
利
子
、
配
当
、
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
が
も
は
や
個
人
レ
ベ
ル
で
課
税
さ
れ
る
こ
と
は
な

い
。
課
税
対
象
に
は
、
一
部
の
零
細
企
業
を
除
き
、
法
人
だ
け
で
な
く
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
や
自
営
業
者
を
含
め
、
か
く
し
て
法
人
と
非

法
人
の
間
で
の
一
貫
し
た
課
税
上
の
取
り
扱
い
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

Ｃ
Ｂ
Ｉ
Ｔ
の
課
税
ベ
ー
ス

Ｃ
Ｂ
Ｉ
Ｔ
の
課
税
ベ
ー
ス
（
Tｃ

）
は
、
支
払
利
子
の
損
金
算
入
が
否
認
さ
れ
る
た
め
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

T
c

＝R

－δ
K

す
な
わ
ち
、
Ｃ
Ｂ
Ｉ
Ｔ
の
課
税
ベ
ー
ス
は
標
準
的
法
人
税
の
そ
れ
と
比
べ
て
、
支
払
利
子
分
だ
け
大
き
く
な
る
。七

九
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Ｃ
Ｂ
Ｉ
Ｔ
に
対
す
る
評
価

ま
ず
、
閉
鎖
経
済
の
枠
組
で
の
長
所
、
難
点
を
み
る
。
Ｃ
Ｂ
Ｉ
Ｔ
の
も
と
で
は
、debt

、equity

（
新
株
発
行
）、
留
保
の
資
金
調
達
方

法
の
違
い
に
よ
る
実
効
税
率
の
違
い
は
解
消
さ
れ
る
。
ア
メ
リ
カ
財
務
省
の
報
告
書
で
は
、
非
法
人
に
も
Ｃ
Ｂ
Ｉ
Ｔ
の
適
用
を
拡
張
す
る

と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
法
人
、
非
法
人
の
課
税
上
の
歪
み
も
解
消
さ
れ
る

（
34
）

。

し
か
し
、
問
題
も
残
る
。
賃
金
稼
得
者
と
非
法
人
の
課
税
上
の
扱
い
を
均
等
化
す
る
に
は
、
Ｃ
Ｂ
Ｉ
Ｔ
に
お
い
て
も
非
法
人
の
所
得
を

労
働
所
得
と
資
本
所
得
に
分
割
す
る
必
要
が
あ
る
。
Ｃ
Ｂ
Ｉ
Ｔ
の
税
率
を
個
人
所
得
税
の
最
高
税
率
と
等
し
く
設
定
す
れ
ば
、
所
得
分
割

は
そ
れ
ほ
ど
問
題
に
な
ら
な
い
が
、
そ
の
場
合
に
は
Ｃ
Ｂ
Ｉ
Ｔ
の
税
率
が
高
率
と
な
り
、
実
行
に
困
難
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
強
い
。
ま
た
、

Ｃ
Ｂ
Ｉ
Ｔ
は
資
本
所
得
に
課
税
さ
れ
る
唯
一
の
税
と
な
る
た
め
、
中
立
的
な
経
済
的
減
価
償
却
の
実
行
が
現
行
法
人
税
の
場
合
よ
り
も
重

要
に
な
る
が
、
こ
の
こ
と
も
Ｃ
Ｂ
Ｉ
Ｔ
の
実
行
を
難
し
く
す
る
。

次
に
、
開
放
経
済
の
枠
組
の
も
と
で
は
、
Ｃ
Ｂ
Ｉ
Ｔ
が
、
国
際
的
な
文
脈
でdebt

とequity

と
の
中
立
性
を
も
た
ら
す
の
は
、
①
外

国
（
個
人
）
投
資
家
の
居
住
地
国
が
、
利
子
に
対
し
、
配
当
、
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
と
同
じ
税
率
で
課
税
す
る
場
合
、
お
よ
び
、
②
外

国
源
泉
所
得
が
、
投
資
家
の
居
住
地
国
で
課
税
さ
れ
な
い
場
合
、
で
あ
る
。
そ
の
場
合
で
も
、
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
が
本
国
で
実
現
時

に
し
か
課
税
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
中
立
性
は
達
成
さ
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
Ｃ
Ｂ
Ｉ
Ｔ
制
度
の
も
と
で
、debt-equity

の
中
立
性

が
国
際
的
な
文
脈
の
な
か
で
達
成
さ
れ
る
可
能
性
は
き
わ
め
て
低
い
。

む
し
ろ
、
開
放
経
済
下
で
は
、
Ｃ
Ｂ
Ｉ
Ｔ
に
は
困
難
な
問
題
が
発
生
す
る

（
35
）

。
ま
ず
、
源
泉
で
利
子
所
得
に
課
税
さ
れ
る
こ
と
は
、
外
国

の
（
個
人
）
投
資
家
に
は
大
き
な
マ
イ
ナ
ス
要
因
と
な
る
。
ま
た
、
Ｃ
Ｂ
Ｉ
Ｔ
制
度
が
外
国
の
法
人
投
資
家
に
及
ぼ
す
影
響
は
、
法
人
の

居
住
地
国
で
の
外
国
所
得
の
課
税
上
の
取
扱
い
に
依
存
す
る
。
外
国
子
会
社
配
当
が
本
国
で
課
税
を
免
除
さ
れ
る
一
方
、
外
国
源
泉
利
子

八
〇
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は
課
税
さ
れ
る
場
合
、
Ｃ
Ｂ
Ｉ
Ｔ
制
度
の
も
と
で
は
利
子
は
、
居
住
地
国
と
源
泉
地
国
の
双
方
で
課
税
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
、
外
国
法
人

投
資
家
に
と
っ
て
は
、equity

の
方
がdebt

よ
り
も
有
利
に
な
る
。
全
世
界
課
税
制
度
を
と
る
国
の
場
合
、
受
入
国
で
の
Ｃ
Ｂ
Ｉ
Ｔ
の

導
入
は
、
法
人
の
居
住
地
国
か
ら
源
泉
地
国
へ
税
収
を
シ
フ
ト
さ
せ
る
。
だ
が
そ
の
場
合
、（
源
泉
で
の
）
利
子
課
税
が
源
泉
地
国
に
実
質

的
に
有
益
な
効
果
を
も
た
ら
す
と
は
必
ず
し
も
い
え
な
い
。
外
国
投
資
家
に
と
っ
て
のdebt

の
コ
ス
ト
は
増
加
し
、
よ
り
高
い
税
引
き

前
利
子
率
が
投
資
の
前
提
条
件
と
な
る

（
36
）

。
法
人
レ
ベ
ル
の
税
だ
け
を
考
慮
に
入
れ
る
場
合
に
は
、
法
人
は
も
は
やequity

よ
り
もdebt

で
投
資
資
金
を
賄
お
う
と
い
う
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
持
た
な
い
た
め
、
過
小
資
本
ル
ー
ル
の
必
要
は
な
く
な
る
。

2 ）　

消
費
ベ
ー
ス
型
法
人
税
の
検
討
│
Ａ
Ｃ
Ｅ
法
人
税

⑴　

Ａ
Ｃ
Ｅ
法
人
税
の
課
税
ベ
ー
ス

法
人
所
得
税
の
も
と
で
のdebt

とequity
の
課
税
上
の
扱
い
の
相
違
に
対
し
、
法
人
レ
ベ
ル
で
の
支
払
利
子
の
控
除
を
否
認
す
る
の

が
Ｃ
Ｂ
Ｉ
Ｔ
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
Ａ
Ｃ
Ｅ
は
課
税
利
潤
の
算
定
の
際
に
株
式
に
対
し
て
控
除
を
認
め
る
こ
と
に
よ
りdebt

とequity

の
課
税
上
の
扱
い
を
同
等
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

Ａ
Ｃ
Ｅ
の
課
税
ベ
ー
ス
は
次
の
よ
う
に
表
さ
れ
る

（
37
）

。
す
な
わ
ち
、

T
a

＝R

－rbK

－δ
K

－α

（1

－b

）K

た
だ
し
、
Tａ

：
Ａ
Ｃ
Ｅ
の
課
税
ベ
ー
ス
、
α
：
株
式
の
帰
属
収
益
率

つ
ま
り
、
収
入
か
ら
支
払
利
子
と
税
法
上
認
め
ら
れ
た
減
価
償
却
費
を
控
除
し
、
さ
ら
に
株
式
に
よ
り
調
達
し
た
資
本
の
帰
属
収
益
を

控
除
し
た
も
の
が
、
Ａ
Ｃ
Ｅ
の
課
税
ベ
ー
ス
で
あ
る
。
こ
れ
を
通
常
の
法
人
税
の
課
税
ベ
ー
ス
（T

s

＝R

－rbK

－δ
K

）
と
比
べ
れ
ば
、

八
一



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
四
七
四
）

Ａ
Ｃ
Ｅ
、
す
な
わ
ち
〔α

（1

－b

）K

〕
分
だ
け
Ａ
Ｃ
Ｅ
の
そ
れ
を
上
回
る
こ
と
が
わ
か
る
。α

（1

－b

）K

が
意
味
し
て
い
る
の
は
、
株
式
に

よ
り
調
達
し
た
資
本
に
帰
属
す
る
は
ず
の
通
常
収
益
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
、
Ａ
Ｃ
Ｅ
の
課
税
ベ
ー
ス
が
通
常
収
益
を
上
回
る
超
過
収
益
で

あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。

⑵　

開
放
経
済
の
も
と
で
の
Ａ
Ｃ
Ｅ
の
根
拠

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
Ｇ
＝
Ｈ
＝
Ｓ
論
文
が
勧
告
す
る
改
革
案
は
、
Ａ
Ｃ
Ｅ
法
人
税
と
個
人
レ
ベ
ル
で
の
株
主
所
得
税
を
組
み
合
わ

せ
る
こ
と
を
基
本
に
、
非
法
人
企
業
の
事
業
所
得
か
ら
通
常
収
益
を
控
除
す
る
選
択
的
ル
ー
ル
を
組
み
込
む
も
の
で
あ
っ
た
。

開
放
経
済
の
も
と
で
Ａ
Ｃ
Ｅ
法
人
税
を
支
持
す
る
理
由
と
し
て
Ｇ
＝
Ｈ
＝
Ｓ
論
文
が
指
摘
す
る
の
は
、
第
一
に
、
Ａ
Ｃ
Ｅ
が
国
内
で
の

投
資
の
促
進
に
資
す
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
「
最
適
課
税
設
定
行
動
」
と
称
さ
れ
る
要
件
を
理
論
的
根
拠
と
す
る
。

そ
れ
は
次
の
よ
う
な
論
理
で
あ
る
。

「
小
開
放
経
済
に
あ
っ
て
は
、
海
外
か
ら
の
資
本
供
給
は
完
全
に
弾
力
的
で
あ
る
た
め
、
源
泉
地
で
の
資
本
課
税
は
資
本
の
流
出
を

通
じ
て
税
引
き
前
収
益
を
押
し
上
げ
、
し
た
が
っ
て
そ
の
負
担
は
労
働
者
や
そ
の
他
移
動
性
の
低
い
国
内
の
要
素
に
完
全
に
転
嫁
さ

れ
る
。
こ
の
過
程
で
、
生
産
の
資
本
集
約
度
が
低
下
す
る
た
め
、
国
内
の
移
動
性
の
低
い
要
素
の
生
産
性
は
低
下
す
る
。
こ
れ
を
回

避
す
る
に
は
、
資
本
税
を
通
じ
て
間
接
的
に
課
税
す
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
移
動
性
の
低
い
要
素
に
対
し
直
接
に
課
税
す
る
ほ
う
が
効

率
的
で
あ
る

（
38
）

。」

つ
ま
り
、
国
内
の
労
働
や
土
地
な
ど
の
移
動
性
の
低
い
要
素
に
直
接
課
税
す
る
方
が
資
本
流
出
を
引
き
起
こ
さ
な
い
分
、
こ
れ
ら
要
素

の
所
有
者
の
厚
生
水
準
は
む
し
ろ
向
上
す
る
と
さ
れ
る
。
し
か
も
、
長
期
的
に
は
、
通
常
収
益
に
対
す
る
源
泉
地
税
の
廃
止
と
そ
の
結
果

八
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と
し
て
の
国
内
・
対
内
投
資
の
促
進
は
、
Ａ
Ｃ
Ｅ
に
よ
る
税
収
減
以
上
に
国
内
の
移
動
不
可
能
な
要
素
に
対
す
る
税
引
き
前
収
益
を
増
加

さ
せ
る
と
し
て
、
課
税
ベ
ー
ス
の
縮
小
を
カ
バ
ー
す
る
た
め
に
法
定
法
人
税
率
を
引
上
げ
る
こ
と
に
つ
い
て
も
そ
の
必
要
性
は
な
い
と
す

る
の
で
あ
る

（
39
）

。

第
二
に
、
Ａ
Ｃ
Ｅ
は
真
の
経
済
的
減
価
償
却
と
税
法
上
の
減
価
償
却
と
の
乖
離
に
よ
り
ひ
き
起
こ
さ
れ
る
投
資
の
歪
み
を
相
殺
す
る
と

い
う
。
つ
ま
り
、
通
常
の
事
業
所
得
課
税
制
度
の
も
と
で
は
、
税
務
加
速
償
却
は
課
税
の
繰
り
延
べ
を
認
め
る
こ
と
に
よ
り
、
対
象
と

な
っ
た
投
資
を
人
為
的
に
促
進
し
、
生
産
性
の
低
い
投
資
を
誘
発
す
る
な
ど
投
資
行
動
を
歪
め
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
Ａ

Ｃ
Ｅ
の
も
と
で
は
、
企
業
の
償
却
率
の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、
償
却
額
と
Ａ
Ｃ
Ｅ
の
金
額
の
現
在
価
値
は
つ
ね
に
当
初
の
投
資
額
に
等

し
く
な
り
、
Ａ
Ｃ
Ｅ
法
人
税
は
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
税
の
も
と
で
の
即
時
費
用
控
除
と
税
等
価
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る

（
40
）

。

第
三
に
、
Ａ
Ｃ
Ｅ
はdebt

とequity
を
課
税
上
対
称
的
に
扱
う
こ
と
か
ら
、
過
小
資
本
税
制
の
必
要
が
な
く
な
る
と
さ
れ
る
。
Ａ
Ｃ

Ｅ
法
人
税
を
実
施
す
る
国
で
は
、
多
国
籍
企
業
は
子
会
社
を
過
小
資
本
化
し
、equity

よ
り
もdebt

を
過
剰
に
利
用
し
よ
う
と
す
る
イ

ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
持
た
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
上
、
Ａ
Ｃ
Ｅ
は
金
融
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
るdebt

とequity

の
区
別
の
あ
い
ま

い
化
の
な
か
で
、
両
者
を
識
別
す
る
と
い
う
困
難
な
問
題
そ
の
も
の
を
解
消
す
る
と
さ
れ
る

（
41
）

。

⑶　

Ａ
Ｃ
Ｅ
税
制
を
め
ぐ
る
論
点

以
上
の
よ
う
な
Ｇ
＝
Ｈ
＝
Ｓ
論
文
で
の
Ａ
Ｃ
Ｅ
法
人
税
に
対
す
る
積
極
的
な
評
価
に
対
し
て
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
報
告
書
で
は
批
判
的
な
コ
メ

ン
ト
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

第
一
に
、
こ
の
点
は
Ｇ
＝
Ｈ
＝
Ｓ
論
文
自
身
も
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
Ａ
Ｃ
Ｅ
の
中
立
性
は
株
式
資
本
（equity

）
の
帰
属
収

八
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益
率
が
は
た
し
て
「
適
正
な
」
水
準
に
設
定
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
に
依
存
す
る

（
42
）

。debt

とequity

の
そ
れ
ぞ
れ
の
投
資
収
益
に
同
等

に
課
税
す
る
に
は
、equity

の
帰
属
収
益
率
がdebt

の
支
払
金
利
と
等
し
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
企
業
が
新
規
の
借
入
に

支
払
う
金
利
は
リ
ス
ク
・
プ
レ
ミ
ア
ム
の
違
い
な
ど
に
よ
り
企
業
ご
と
に
異
な
る
た
め
、「
適
正
な
」
帰
属
収
益
率
を
得
る
た
め
に
は
各

企
業
に
関
す
る
独
自
の
（fi rm

-specifi c

）
情
報
が
必
要
と
な
る
。
結
局
、
実
際
的
な
解
決
方
法
は
、
課
税
の
中
立
性
を
多
少
犠
牲
に
し
て

も
、
市
場
の
平
均
金
利
に
等
し
い
帰
属
収
益
率
を
設
定
す
る
こ
と
に
な
る

（
43
）

。

第
二
に
、
閉
鎖
経
済
の
枠
組
の
も
と
で
Ａ
Ｃ
Ｅ
税
制
の
完
全
な
中
立
性
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
個
人
レ
ベ
ル
の
税
も
考
慮
に
入
れ
る

必
要
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
の
場
合
、
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
は
発
生
時
で
は
な
く
実
現
時
に
課
税
さ
れ
る
た
め
、
配
当
・
利
子
の
個
人

レ
ベ
ル
で
の
実
効
税
率
は
実
現
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
の
そ
れ
を
上
回
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
利
潤
が
内
部
留
保
さ
れ
れ
ば
配
当
課

税
は
繰
り
延
べ
ら
れ
る
結
果
と
な
り
、
ま
た
内
部
留
保
に
よ
り
個
人
株
主
の
保
有
す
る
株
式
に
未
実
現
の
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
が
発
生

す
れ
ば
、
繰
り
延
べ
効
果
に
よ
り
個
人
の
実
効
税
率
は
低
下
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
閉
鎖
経
済
の
枠
組
の
も
と
で
は
、
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ

ン
課
税
が
行
わ
れ
な
い
場
合
、
あ
る
い
は
そ
の
税
率
が
配
当
や
利
子
の
そ
れ
よ
り
も
低
率
な
ら
ば
、equity

の
方
がdebt

よ
り
も
課
税

上
有
利
と
な
る
。
そ
こ
か
ら
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
報
告
書
は
、debt

とequity

、
新
株
発
行
と
留
保
収
益
の
間
で
の
中
立
性
は
、
個
人
レ
ベ
ル

で
貯
蓄
が
（
古
典
的
）
支
出
税
と
し
て
の
扱
い
を
受
け
、
か
つ
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
が
発
生
ベ
ー
ス
で
課
税
さ
れ
る
場
合
に
は
じ
め
て

達
成
さ
れ
る
と
し
て
い
る

（
44
）

。
し
か
し
、
こ
の
要
件
は
結
局
、
包
括
的
所
得
税
に
加
え
ら
れ
る
最
大
の
批
判
に
帰
着
す
る
こ
と
に
な
る
。

第
三
に
、
開
放
経
済
の
枠
組
を
前
提
す
る
と
、
Ａ
Ｃ
Ｅ
法
人
税
も
超
過
収
益
（
経
済
的
レ
ン
ト
）
に
は
課
税
す
る
た
め
、
多
国
籍
企
業

の
平
均
法
人
税
率
に
は
影
響
を
及
ぼ
す

（
45
）

。
そ
の
結
果
、
多
国
籍
企
業
は
法
人
税
率
の
低
い
国
に
生
産
立
地
を
転
換
し
た
り
、
移
転
価
格
を

利
用
し
て
利
潤
を
低
税
率
国
に
シ
フ
ト
さ
せ
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
維
持
す
る
可
能
性
が
高
い

（
46
）

。
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第
四
に
、
閉
鎖
経
済
の
枠
組
に
お
い
て
だ
け
で
な
く
、
開
放
経
済
の
枠
組
の
も
と
で
も
、
Ａ
Ｃ
Ｅ
税
制
はdebt

よ
り
もequity

が
選

好
さ
れ
る
傾
向
を
払
拭
で
き
な
い
と
さ
れ
る
。
Ａ
Ｃ
Ｅ
税
制
が
多
国
籍
企
業
の
受
入
国
で
導
入
さ
れ
た
場
合
、
法
人
レ
ベ
ル
で
はdebt

とequity
の
間
で
の
中
立
性
が
達
成
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
（
そ
れ
さ
え
不
安
定
な
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
）
が
、
法
人
の
居
住
地
国
が
外

国
源
泉
所
得
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
課
税
制
度
を
と
る
か
に
よ
り
、
Ａ
Ｃ
Ｅ
税
制
が
外
国
法
人
に
及
ぼ
す
影
響
は
異
な
っ
て
く
る
。
た
と

え
ば
、
居
住
地
国
が
全
世
界
課
税
主
義
を
と
る
場
合
、
外
国
源
泉
の
利
子
・
配
当
は
発
生
ベ
ー
ス
で
本
国
で
課
税
さ
れ
る
の
に
対
し
、

キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
は
実
現
ベ
ー
ス
課
税
の
た
め
、equity

の
方
が
選
好
さ
れ
る
可
能
性
が
高
い
。
ま
た
、
多
国
籍
企
業
の
受
入
国
で

Ａ
Ｃ
Ｅ
税
制
が
採
用
さ
れ
て
い
る
場
合
、
受
入
国
で
の
税
収
が
減
少
す
る
分
、
受
入
国
か
ら
居
住
地
国
へ
税
収
の
シ
フ
ト
が
生
ず
る
。
居

住
地
国
が
配
当
所
得
に
つ
い
て
国
外
所
得
免
除
制
度
を
と
る
場
合
、
株
式
の
通
常
収
益
は
、
利
子
の
場
合
と
異
な
り
、
源
泉
地
国
と
居
住

地
国
の
双
方
で
課
税
を
免
れ
る
結
果
と
な
る

（
47
）

。

最
後
に
、
外
国
の
個
人
株
主
の
場
合
、
受
取
配
当
・
利
子
に
対
し
受
入
国
の
源
泉
徴
収
税
の
課
税
を
受
け
、
居
住
地
国
で
は
こ
の
源
泉

税
に
対
し
て
の
み
外
国
税
額
控
除
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
の
際
、
株
主
の
本
国
で
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
が
非
課
税
で
あ
る

か
、
あ
る
い
は
税
率
が
低
い
と
き
に
は
、
受
入
国
が
Ａ
Ｃ
Ｅ
税
制
を
と
る
場
合
、
こ
こ
で
も
や
は
り
外
国
個
人
株
主
はdebt

よ
り
も

equity

を
選
好
す
る
で
あ
ろ
う

（
48
）

。

2
．
課
税
地
原
則
に
よ
る
法
人
課
税
の
諸
類
型
と
そ
の
評
価

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
Ａ
＝
Ｄ
＝
Ｓ
論
文
は
法
人
課
税
制
度
の
改
革
案
を
課
税
ベ
ー
ス
と
課
税
権
の
所
在
地
国
の
二
つ
の
基
準
か
ら

比
較
検
討
し
て
い
る
が
、
そ
の
際
、
課
税
権
の
所
在
を
基
軸
と
し
て
分
析
し
て
い
る
。
本
稿
も
、
こ
れ
に
な
ら
っ
て
課
税
権
を
基
軸
に
改
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革
案
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

1 ）　

源
泉
地
型
課
税

法
人
課
税
の
伝
統
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
源
泉
地
ベ
ー
ス
の
課
税
に
つ
い
て
、
ま
ず
強
調
さ
れ
て
い
る
の
は
、
す
で
に
ふ
れ
た
「
最

適
課
税
設
定
行
動
」
の
要
件
か
ら
し
て
源
泉
地
課
税
が
困
難
で
あ
る
こ
と
に
加
え
て
、
多
国
籍
企
業
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
事
業
活
動
の
複
雑

さ
か
ら
し
て
、
そ
も
そ
も
利
潤
の
源
泉
を
定
義
す
る
こ
と
自
体
が
き
わ
め
て
困
難
に
な
っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
い
わ
ゆ
る
独
立
企
業
間

価
格
に
よ
り
多
国
籍
企
業
の
移
転
価
格
戦
略
に
対
抗
し
て
利
潤
を
源
泉
地
国
間
に
割
り
ふ
る
こ
と
も
著
し
く
困
難
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

Ａ
＝
Ｄ
＝
Ｓ
論
文
は
、「
ど
の
よ
う
な
形
態
で
あ
れ
、
こ
れ
こ
そ
が
源
泉
地
ベ
ー
ス
課
税
の
根
本
問
題
」
と
し
て
、
源
泉
地
ベ
ー
ス
課
税

に
は
き
わ
め
て
否
定
的
な
評
価
を
下
し
て
い
る
。

源
泉
地
型
課
税
の
も
と
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
選
択
肢
は
、
株
式
収
益
に
対
す
る
標
準
的
法
人
税
、
定
式
配
分
方
式
（form

ula 

apportionm
ent

）、
法
人
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
税
、
Ａ
Ｃ
Ｅ
、
Ｃ
Ｂ
Ｉ
Ｔ
、
Ｄ
Ｉ
Ｔ
の
六
つ
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
標
準
的
法
人
税
、
定
式

配
分
法
、
Ａ
Ｃ
Ｅ
、
Ｃ
Ｂ
Ｉ
Ｔ
、
Ｄ
Ｉ
Ｔ
は
す
で
に
検
討
し
た
の
で
こ
こ
で
は
省
略
す
る
が
、
源
泉
地
型
の
法
人
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
税

に
つ
い
て
は
基
本
的
に
ミ
ー
ド
委
員
会
報
告
の
枠
組
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
も
簡
潔
に
ふ
れ
る
に
と
ど
め
る
。

キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
法
人
税
の
特
徴

ミ
ー
ド
委
員
会
報
告
が
提
起
し
た
課
税
ベ
ー
ス
は
、
周
知
の
と
お
り
、
Ｒ
ベ
ー
ス
と
Ｒ
＋
Ｆ
ベ
ー
ス
で
あ
る
。
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
税

の
課
税
ベ
ー
ス
に
は
、
そ
の
ほ
か
に
Ｓ
ベ
ー
ス
が
あ
る
。
そ
の
概
要
は
、
表
2
の
と
お
り
で
あ
る
。
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キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
法
人
税
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
す
ぐ
れ
た

研
究
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
法
人

税
の
基
本
的
特
徴
と
し
て
、
次
の
三
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

（
49
）

。
す

な
わ
ち
、
第
一
に
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
法
人
税
が
課
税
さ
れ
た

場
合
に
も
、
借
入
金
ま
た
は
株
式
発
行
に
よ
る
企
業
の
投
資
の
純

収
益
率
（
税
引
き
後
）
は
、
課
税
が
な
い
場
合
と
等
し
い
。
す
な

わ
ち
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
法
人
税
は
投
資
の
純
収
益
率
お
よ
び

資
金
調
達
の
方
法
に
何
ら
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
と
い
う
点
で
、
投

資
決
定
に
中
立
的
で
あ
る
。
第
二
に
、
個
人
部
門
に
流
出
す
る
純

収
益
へ
の
個
人
税
と
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
法
人
税
と
の
調
整
を
行

な
う
必
要
は
な
い
。
つ
ま
り
、
統
合
問
題
が
生
じ
な
い
。
第
三
に
、

キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
法
人
税
が
投
資
決
定
に
中
立
的
で
あ
る
こ
と

は
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
法
人
税
か
ら
は
ネ
ッ
ト
の
税
収
が
生
じ

な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。

Ａ
＝
Ｄ
＝
Ｓ
論
文
で
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
法
人
税
に
つ
い
て

の
指
摘
は
、
ご
く
簡
単
な
も
の
に
と
ど
ま
る

（
50
）

。
す
な
わ
ち
、
第
一

に
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
法
人
税
は
標
準
的
法
人
税
の
次
の
二
つ

表 2　キャッシュフロー法人税の課税ベース

流入（算入） 流出（控除）

Ｒベース

財の売上額
サービスの売上額
固定資産の売却額

原材料の購入額
賃金・給与・その他サービス購入額
固定資産の購入額

Ｒ Ｒ

Ｆベース

負債（借入金）増加額
金融資産（株式を除く）減少額
受取利子
保有外国法人株式の売却額

負債（借入金）減少額
金融資産（株式を除く）増加額
支払利子
保有外国法人株式の取得額

Ｆ Ｆ

Ｓベース

株式発行増加額（増資）
保有自国法人株式の売却額
受取配当

保有自国法人株式の取得額
支払配当

Ｓ Ｓ

Ｔベース
還付税額 支払税額

Ｔ Ｔ

Ｒ＋Ｆ＋Ｓ＋Ｔ（流入総額）＝ Ｒ＋Ｆ＋Ｓ＋Ｔ（流出総額）

（出所）　 Institute for Fiscal Studies （1978）, The Structure and Reform of Direct Taxation, 
p.231.
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の
歪
み
を
と
り
除
く
。
ひ
と
つ
は
投
資
決
定
に
関
す
る
意
思
決
定
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
こ
と
、
い
ま
ひ
と
つ
は
資
金
調
達
形
態
の
違
い

に
よ
る
投
資
の
差
別
化
を
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、
そ
う
し
た
結
果
は
限
界
投
資
を
非
課
税
に
す
る
こ
と
に
よ
り
達
成
さ
れ
る
。

第
三
に
、
税
収
は
経
済
的
レ
ン
ト
（
超
過
収
益
）
か
ら
の
み
調
達
さ
れ
る
。

な
お
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
報
告
書
で
は
、
原
産
地
ベ
ー
ス
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
法
人
税
（origin-based corporate cash-fl ow

 tax

）
が
紹
介

さ
れ
て
お
り
、
ホ
ー
ル
│

ラ
ブ
シ
ュ
カ
型
フ
ラ
ッ
ト
税
や
そ
の
変
種
で
あ
る
ブ
ラ
ッ
ド
フ
ォ
ー
ド
の
提
唱
に
な
る
Ｘ
タ
ッ
ク
ス
な
ど
も
紹

介
さ
れ
て
い
る

（
51
）

。
こ
れ
ら
も
基
本
的
に
は
源
泉
地
ベ
ー
ス
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
法
人
税
の
一
種
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
こ
で
は

そ
の
検
討
は
省
略
す
る
。

キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
法
人
税
の
問
題
点

キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
法
人
税
の
最
大
の
問
題
は
、
そ
れ
が
基
本
的
に
税
収
調
達
力
を
欠
く
と
い
う
点
に
あ
る
。
公
共
部
門
を
支
え
る
財

源
の
調
達
と
い
う
租
税
の
本
質
的
役
割
を
そ
も
そ
も
か
ら
欠
落
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
Ａ
＝
Ｄ
＝
Ｓ
論
文
は
そ
の
点
に
は
あ
ま
り
関
心
を
示
さ
ず
、
次
の
よ
う
な
問
題
点
を
指
摘
す
る

（
52
）

。

第
一
に
、
源
泉
地
ベ
ー
ス
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
税
に
は
、
重
要
な
立
地
上
の
意
思
決
定
に
関
し
て
、
次
の
よ
う
な
歪
み
が
残
る
と
い

う
。
す
な
わ
ち
、
ひ
と
つ
は
立
地
選
択
を
す
る
企
業
は
、
税
引
き
後
の
ネ
ッ
ト
の
現
在
価
値
を
比
較
し
て
決
定
す
る
が
、
一
般
に
こ
れ
は

キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
税
の
影
響
を
受
け
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
利
潤
「
源
泉
」
の
所
在
地
国
の
問
題
も
、
源
泉
地
ベ
ー
ス
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ

ロ
ー
税
に
よ
っ
て
は
解
決
さ
れ
ず
、
と
く
に
法
定
税
率
が
引
き
上
げ
ら
れ
る
場
合
、
利
潤
シ
フ
ト
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
は
増
大
す
る
。

第
二
に
、
移
行
時
の
問
題
で
あ
る
。
適
切
な
段
階
的
導
入
の
期
間
（
相
当
の
長
期
に
な
る
）
が
設
定
さ
れ
な
け
れ
ば
、
既
存
資
本
の
税
負

八
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担
の
方
が
新
規
資
本
よ
り
も
は
る
か
に
重
く
な
る
。

第
三
に
、
投
資
に
対
す
る
税
の
中
立
性
は
、
税
率
の
不
変
に
決
定
的
に
依
存
す
る
。
も
し
投
資
家
が
、
将
来
の
収
益
に
対
し
て
、
現
在

の
投
資
が
享
受
し
て
い
る
税
率
と
異
な
る
税
率
で
課
税
さ
れ
る
と
予
期
す
れ
ば
、
限
界
投
資
は
抑
制
な
い
し
促
進
さ
れ
る
。
税
率
が
変
動

す
る
場
合
、
ど
の
よ
う
な
税
で
あ
れ
、
一
般
に
投
資
規
模
に
関
し
て
中
立
的
で
は
な
く
な
る
。

第
四
に
、
純
粋
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
税
は
、
税
の
対
称
性
を
要
求
す
る
。
つ
ま
り
、
課
税
対
象
に
ロ
ス
が
発
生
し
た
場
合
、
税
の
還

付
が
必
要
に
な
る
が
、
政
府
は
還
付
に
は
消
極
的
で
あ
る
。

最
後
に
、
源
泉
地
国
が
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
法
人
税
を
導
入
す
る
が
、
居
住
地
国
で
外
国
税
額
控
除
を
認
め
な
い
場
合
、
税
負
担
は
加

重
さ
れ
、
対
外
投
資
に
は
マ
イ
ナ
ス
と
な
る
。

源
泉
地
ベ
ー
ス
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
法
人
税
に
は
、
税
収
調
達
力
以
外
に
も
様
々
な
問
題
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

2 ）　

居
住
地
型
課
税

Ａ
＝
Ｄ
＝
Ｓ
論
文
は
、
こ
の
タ
イ
プ
に
属
す
る
課
税
方
式
と
し
て
、
全
世
界
所
得
に
対
し
て
発
生
ベ
ー
ス
で
課
税
す
る
個
人
株
主
税
と

法
人
税
の
二
つ
を
あ
げ
て
い
る
。

ま
ず
、
個
人
株
主
レ
ベ
ル
の
居
住
地
ベ
ー
ス
税
に
つ
い
て
、
一
般
に
そ
の
居
住
地
国
を
特
定
す
る
の
が
相
対
的
に
容
易
で
あ
り
、
全
世

界
収
益
に
対
す
る
税
引
き
後
収
益
率
を
低
下
さ
せ
る
が
税
引
き
前
収
益
率
に
は
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
点
を
あ
げ
、
小
開
放
経
済
に
と
っ
て

源
泉
地
ベ
ー
ス
税
よ
り
も
居
住
地
ベ
ー
ス
税
の
方
が
望
ま
し
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
こ
で
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
方
式
は
発
生

ベ
ー
ス
の
全
世
界
所
得
課
税
方
式
で
あ
り
、
現
実
に
実
施
さ
れ
て
い
る
居
住
地
ベ
ー
ス
課
税
と
は
異
な
る
。
現
実
に
施
行
さ
れ
て
い
る
方

八
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式
は
、
外
国
源
泉
所
得
を
居
住
地
国
で
受
け
取
ら
な
い
限
り
課
税
は
繰
り
延
べ
ら
れ
る
実
現
ベ
ー
ス
課
税
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
発
生
ベ
ー
ス
の
税
に
は
い
く
つ
か
の
問
題
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
第
一
に
、
こ
の
点
は
実
現
ベ
ー
ス
の
場
合
も
同
じ
だ
が
、

全
世
界
す
べ
て
の
外
国
源
泉
所
得
を
捕
捉
し
、
情
報
を
収
集
す
る
こ
と
は
、
執
行
上
も
、
納
税
協
力
の
面
で
も
困
難
が
あ
る
。
情
報
の
正

確
性
を
求
め
、
捕
捉
の
確
実
性
を
高
め
よ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
執
行
コ
ス
ト
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
コ
ス
ト
と
も
に
増
大
す
る
。

第
二
に
、
発
生
ベ
ー
ス
で
課
税
す
る
こ
と
に
対
し
て
は
流
動
性
の
問
題
を
引
き
起
こ
す
可
能
性
が
あ
る
。
第
三
に
、
証
券
化
な
ど
の
金
融

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
り
国
際
的
に
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
の
多
様
化
が
著
し
く
増
大
し
て
お
り
、
居
住
地
ベ
ー
ス
の
個
人
株
主
課
税
の
あ
り

方
と
し
て
、
居
住
地
ベ
ー
ス
・
タ
イ
プ
は
将
来
の
選
択
肢
と
し
て
の
魅
力
を
低
下
さ
せ
て
い
る
と
い
う
。

次
に
、
や
は
り
発
生
ベ
ー
ス
の
居
住
地
型
法
人
税
が
検
討
の
対
象
と
さ
れ
る
。
居
住
地
ベ
ー
ス
の
法
人
税
は
現
在
も
な
お
支
配
的
な
課

税
方
式
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
採
用
さ
れ
て
い
る
の
は
発
生
ベ
ー
ス
で
は
な
く
実
現
ベ
ー
ス
の
課
税
方
式
で
あ
る
。
発
生
時
課
税
を
と
る
居

住
地
ベ
ー
ス
法
人
税
は
、
本
国
の
課
税
当
局
が
多
国
籍
企
業
の
全
世
界
の
所
得
を
正
確
に
捕
捉
す
れ
ば
適
正
な
課
税
が
可
能
に
な
る
点
で
、

理
論
的
に
は
重
要
な
利
点
を
持
っ
て
い
る
。
多
国
籍
企
業
は
利
潤
シ
フ
ト
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
持
た
な
く
な
り
、
課
税
が
投
資
先
に
影

響
を
及
ぼ
す
こ
と
も
な
く
な
る
。

し
か
し
、
個
人
の
場
合
と
同
様
に
、
法
人
課
税
に
つ
い
て
も
発
生
ベ
ー
ス
課
税
に
は
困
難
が
生
ず
る
。
第
一
に
、
多
国
籍
企
業
の
全
世

界
所
得
を
発
生
ベ
ー
ス
で
捕
捉
す
る
こ
と
の
実
行
可
能
性
の
問
題
で
あ
る
。
全
世
界
の
子
会
社
や
支
店
の
所
得
を
正
確
に
捕
捉
し
、

チ
ェ
ッ
ク
す
る
こ
と
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
第
二
に
、
個
人
株
主
の
場
合
と
比
べ
れ
ば
、
多
国
籍
企
業
の
本
拠
で
あ
る
持
株
会
社
を

他
国
に
移
動
さ
せ
る
こ
と
は
十
分
に
可
能
で
あ
り
、
居
住
地
国
の
法
人
税
率
の
水
準
が
他
国
よ
り
も
高
い
場
合
、
持
株
会
社
が
他
国
に
移

転
す
る
蓋
然
性
は
き
わ
め
て
高
い
。
ま
た
、
法
人
の
場
合
、
居
住
要
件
の
有
無
で
内
国
法
人
、
外
国
法
人
を
区
分
す
る
の
が
通
例
で
あ
る

九
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が
、
そ
も
そ
も
区
分
の
基
準
と
な
る
居
住
要
件
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
は
、
設
立
準
拠
法
主
義
、
管
理
支
配
地
主
義
な
ど
国
に
よ
り
異

な
っ
て
い
る
の
が
現
実
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
居
住
地
の
概
念
は
そ
れ
ほ
ど
明
快
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
Ａ
＝
Ｄ
＝
Ｓ
論
文
で
の
居
住
地
ベ
ー
ス
法
人
税
に
つ
い
て
の
評
価
は
低
く
、
個
人
レ
ベ
ル
に
せ
よ
、
法
人

レ
ベ
ル
に
せ
よ
、
発
生
ベ
ー
ス
の
居
住
地
型
法
人
税
は
潜
在
的
な
利
点
は
持
つ
も
の
の
、
採
用
は
困
難
だ
と
い
う
の
が
結
論
で
あ
る

（
53
）

。

3 ）　

仕
向
地
型
課
税

仕
向
地
ベ
ー
ス
・
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
法
人
税

現
行
法
人
税
は
著
し
い
不
効
率
を
生
み
出
し
て
い
る
と
し
て
、
Ａ
＝
Ｄ
＝
Ｓ
論
文
が
提
唱
す
る
「
よ
り
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
提
案
」
が
仕
向

地
ベ
ー
ス
の
税
で
あ
る

（
54
）

。

し
か
し
、「
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
提
案
」
と
い
う
割
に
は
、
仕
向
地
ベ
ー
ス
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
法
人
税
の
課
税
ベ
ー
ス
も
具
体
的
な
課

税
方
法
も
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
き
わ
め
て
不
十
分
な
提
案
で
あ
る

（
55
）

。

次
の
命
題
が
何
ら
の
説
明
も
な
く
、
ア
プ
リ
オ
リ
に
主
張
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
仕
向
地
ベ
ー
ス
・
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
法

人
税
が
可
能
で
あ
れ
ば
、
仕
向
地
ベ
ー
ス
で
あ
る
が
ゆ
え
に
資
本
や
利
潤
の
配
置
（location

）
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い

（
56
）

。
第
二
に
、
そ
れ

は
投
資
の
規
模
や
立
地
先
、debt

とequity

の
資
金
調
達
形
態
の
違
い
に
も
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い

（
57
）

。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
命
題
に
つ
い

て
の
証
明
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い

（
58
）

。

こ
の
税
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
説
明
が
行
わ
れ
て
い
る
。

第
一
に
、
仕
向
地
ベ
ー
ス
・
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
法
人
税
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
当
然
、
課
税
は
最
終
消
費
地
で
行
わ
れ
る
。
最
終
売
上

九
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＝
最
終
消
費
を
特
定
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
は
輸
入
財
も
含
ま
れ
て
お
り
、
輸
入
材
の
生
産
に
要
し
た
コ
ス
ト
は
多
く

の
国
々
に
ま
た
が
っ
て
い
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
そ
の
場
合
、
各
国
で
要
し
た
コ
ス
ト
と
課
税
対
象
の
法
人
所
得
と
を
ど
の
よ
う
に
対

応
さ
せ
る
の
か
が
解
決
す
べ
き
問
題
と
な
る
。
提
案
さ
れ
て
い
る
ひ
と
つ
の
選
択
肢
は
簡
単
な
定
式
を
採
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
各
国
で

の
最
終
売
上
額
と
同
じ
比
率
で
各
国
に
コ
ス
ト
を
割
り
ふ
る
と
い
う
方
式
で
あ
る
（form

ula apportionm
ent

）。
し
か
し
、
多
数
の
国
々

で
販
売
さ
れ
る
財
の
価
格
や
コ
ス
ト
を
特
定
す
る
に
は
、
各
国
の
課
税
当
局
間
で
の
緊
密
な
協
力
・
協
同
が
必
要
に
な
る
と
し
て
必
ず
し

も
積
極
的
に
支
持
し
て
い
る
よ
う
に
は
み
ら
れ
な
い

（
59
）

。

第
二
に
、
も
っ
と
可
能
性
の
高
い
代
替
案
と
し
て
提
起
さ
れ
る
の
は
、
仕
向
地
ベ
ー
ス
の
付
加
価
値
税
（
Ｖ
Ａ
Ｔ
）
と
同
じ
方
式
で
組

み
立
て
ら
れ
る
法
人
税
で
あ
る
。
そ
れ
は
付
加
価
値
税
の
課
税
ベ
ー
ス
か
ら
労
働
コ
ス
ト
を
控
除
す
る
仕
組
み
と
さ
れ
、
そ
の
意
味
で
、

Ｒ
ベ
ー
ス
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
税
と
等
価
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
税
の
性
格
は
必
ず
し
も
明
確
に
は
説
明
さ
れ
て
い
な
い
。

上
に
あ
げ
た
仕
向
地
ベ
ー
ス
・
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
税
と
、
こ
こ
で
提
起
さ
れ
た
Ｖ
Ａ
Ｔ
型
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
税
と
の
異
同
も
あ
い
ま

い
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
各
国
間
で
の
生
産
コ
ス
ト
の
配
分
の
仕
方
が
問
題
と
さ
れ
、
コ
ス
ト
が
発
生
し
た
輸
出
国
で
コ
ス
ト
の
控
除
が

行
わ
れ
る
と
さ
れ
る
。
輸
出
国
は
輸
出
品
に
は
課
税
で
き
ず
、
中
間
財
に
含
ま
れ
て
い
た
Ｖ
Ａ
Ｔ
に
つ
い
て
は
還
付
す
る
だ
け
で
な
く
、

労
働
コ
ス
ト
分
も
還
付
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
。
可
能
性
の
高
い
代
替
案
と
し
て
提
案
さ
れ
た
は
ず
の
Ｖ
Ａ
Ｔ
型
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー

税
も
、
Ａ
＝
Ｄ
＝
Ｓ
論
文
自
身
の
結
論
は
「
容
易
に
実
行
可
能
と
は
思
え
な
い
」
と
い
う
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
Ｖ
Ａ
Ｔ
型

キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
税
を
採
用
し
た
国
は
大
規
模
な
税
の
還
付
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
可
能
性
が
あ
る
が
、
そ
う
し
た
事
態
を

回
避
す
る
対
策
と
し
て
Ａ
＝
Ｄ
＝
Ｓ
論
文
が
提
案
す
る
の
は
、
源
泉
徴
収
さ
れ
る
給
与
税
と
相
殺
調
整
を
行
な
う
か
、
Ｖ
Ａ
Ｔ
の
税
率
の

引
上
げ
で
あ
る
。
多
国
籍
企
業
へ
の
減
税
が
、
結
局
、
労
働
者
な
い
し
消
費
者
へ
の
負
担
転
嫁
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
構
図
と
い
わ
ざ
る
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を
え
な
い
の
で
あ
る
。

Ａ
＝
Ｄ
＝
Ｓ
論
文
と
比
較
す
る
と
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
報
告
書
の
方
が
説
明
が
明
快
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
課
税
ベ
ー
ス
に
つ
い
て
の
み
確
認

し
て
お
こ
う

（
60
）

。
仕
向
地
ベ
ー
ス
・
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
法
人
税
の
課
税
ベ
ー
ス
は
〔
国
内
売
上
額

－

国
内
供
給
者
か
ら
の
仕
入
額

－

労
働

コ
ス
ト
〕
と
さ
れ
、
輸
出
売
上
は
課
税
ベ
ー
ス
に
算
入
さ
れ
ず
、
輸
入
仕
入
は
控
除
さ
れ
な
い
。
仕
向
地
ベ
ー
ス
・
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー

法
人
税
と
仕
向
地
ベ
ー
ス
Ｖ
Ａ
Ｔ
と
は
、
と
く
に
仕
入
控
除
法
（subtraction m

ethod

）
の
場
合
、
そ
の
類
似
性
は
き
わ
め
て
高
い
と
さ

れ
る
。
両
者
の
課
税
ベ
ー
ス
を
示
す
と
、
ま
ず
閉
鎖
経
済
の
も
と
で
は
次
の
よ
う
に
な
る
。

C

≡Y

－S

≡W

＋R

－I

C

－W

≡R

－I

た
だ
し
、
C
：
消
費
、
Y
：
総
所
得
、
S
：
貯
蓄
、
I
：
投
資
（S

＝I

）、
W
：
賃
金
所
得
、
R
：
資
本
所
得
（
資
本
の
通
常
収
益
と
経
済

的
レ
ン
ト
の
合
計
）

Ｖ
Ａ
Ｔ
の
場
合
、
賃
金
が
課
税
ベ
ー
ス
に
含
ま
れ
る
（W

＋R

－I

）
の
に
対
し
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
法
人
税
の
場
合
に
は
含
ま
れ
な

い
（R

－I

）
こ
と
が
相
違
点
で
あ
る
。

一
方
、
開
放
経
済
の
場
合
に
は
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

Y

≡W

＋R

≡C

＋I

＋X

－M

X

－M

＋E

≡I
f

、
つ
ま
り
、X

－M

≡I
f

－E

た
だ
し
、
X
：
輸
出
、
M
：
輸
入
、
E
：
海
外
か
ら
の
純
収
益
、
Iｆ

：
純
海
外
投
資

仕
向
地
ベ
ー
ス
Ｖ
Ａ
Ｔ
の
課
税
ベ
ー
ス
は
C
に
等
し
い
か
ら
、

九
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C

≡W

＋（R

－I

）－（X

－M

）
と
な
り
、X

－M

≡I
f

－E

を
代
入
す
る
と
、

C

≡W

＋（R

－I

）－（I
f

－E

）

こ
れ
に
対
し
、
仕
向
地
ベ
ー
ス
・
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
法
人
税
の
課
税
ベ
ー
ス
は
、

R

＋E

－I

－I
f

と
な
る
。
そ
れ
は
、〔
国
内
の
資
本
所
得
（
国
内
所
有
で
あ
れ
外
国
所
有
で
あ
れ
）
プ
ラ
ス
国
内
所
有
の
外
国
資
本
所
得
（
こ
の
所
得
が
国
内
で

消
費
さ
れ
る
限
り
）
か
ら
、
新
規
国
内
投
資
（
国
内
所
有
で
あ
れ
外
国
所
有
で
あ
れ
）
お
よ
び
国
内
所
有
の
外
国
投
資
を
控
除
し
た
も
の
〕
と

な
る
。
言
い
換
え
る
と
、
そ
れ
は
〔
国
内
資
本
お
よ
び
国
内
所
有
の
投
下
外
国
資
本
の
通
常
収
益 

プ
ラ
ス 

過
去
お
よ
び
新
規
の
国
内
投

資
お
よ
び
国
内
所
有
の
外
国
投
資
か
ら
生
じ
る
経
済
的
レ
ン
ト
〕
に
等
し
い
。
新
規
国
内
投
資
お
よ
び
国
内
所
有
の
外
国
投
資
に
生
ず
る

通
常
収
益
は
非
課
税
で
あ
る
。

仕
向
地
ベ
ー
ス
・
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
法
人
税
の
も
と
で
は
、
国
内
資
本
（
居
住
者
、
外
国
人
の
い
ず
れ
に
よ
り
所
有
さ
れ
て
い
よ
う
と
）

お
よ
び
国
内
所
有
の
外
国
（
現
存
）
資
本
の
全
収
益
が
、
そ
れ
が
国
内
で
の
企
業
や
消
費
者
へ
の
売
上
か
ら
得
た
も
の
で
あ
る
限
り
、
課

税
さ
れ
る
。
収
益
の
う
ち
再
投
資
分
は
資
金
流
出
と
し
て
扱
わ
れ
、
法
人
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
・
ベ
ー
ス
か
ら
控
除
さ
れ
る
。
海
外
の

企
業
や
消
費
者
へ
の
売
上
か
ら
生
ず
る
収
益
は
、（
国
内
で
は
）
ま
っ
た
く
課
税
さ
れ
な
い
。

仕
向
地
ベ
ー
ス
・
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
法
人
税
の
問
題
点

上
述
し
た
よ
う
に
、
Ａ
＝
Ｄ
＝
Ｓ
論
文
が
ベ
ス
ト
の
選
択
肢
と
し
て
提
案
す
る
仕
向
地
ベ
ー
ス
・
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
法
人
税
な
い
し

Ｖ
Ａ
Ｔ
型
仕
向
地
ベ
ー
ス
・
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
税
は
、
税
の
性
格
、
内
容
等
に
あ
い
ま
い
さ
が
伴
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
ま
た
、
特
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有
の
問
題
点
が
生
ず
る
。

第
一
に
、
そ
の
執
行
方
法
の
あ
い
ま
い
さ
で
あ
る
。
Ｖ
Ａ
Ｔ
型
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
税
は
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
報
告
書
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、

仕
入
高
控
除
法
に
基
づ
く
Ｖ
Ａ
Ｔ
と
類
似
性
が
高
い
と
さ
れ
る
。
Ａ
＝
Ｄ
＝
Ｓ
論
文
に
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
一
定
の
課
税
期
間
に

対
応
す
る
労
働
コ
ス
ト
の
控
除
を
行
う
た
め
に
は
結
局
の
と
こ
ろ
、
帳
簿
に
よ
り
確
認
す
る
以
外
に
方
法
は
な
か
ろ
う

（
61
）

。
こ
の
仕
入
高
控

除
法
に
基
づ
く
Ｖ
Ａ
Ｔ
、
し
た
が
っ
て
ま
た
Ｖ
Ａ
Ｔ
型
仕
向
地
ベ
ー
ス
・
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
税
の
帰
着
が
ど
の
よ
う
に
な
る
か
は
明
確

で
は
な
い
。

第
二
に
、
国
際
的
な
法
人
税
制
の
協
調
の
欠
如
で
あ
る
。
Ａ
＝
Ｄ
＝
Ｓ
論
文
自
身
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
た
と
え
ば
仕
向
地
で
あ
る
資

本
輸
入
国
が
仕
向
地
ベ
ー
ス
・
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
法
人
税
を
導
入
し
た
場
合
、
は
た
し
て
資
本
輸
出
国
が
自
国
に
本
拠
を
置
く
多
国
籍

企
業
に
外
国
税
額
控
除
を
認
め
る
か
ど
う
か
は
予
測
で
き
な
い
。
一
方
の
国
が
仕
向
地
ベ
ー
ス
・
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
法
人
税
を
導
入
す

る
が
、
他
国
は
追
随
せ
ず
、
従
来
ど
お
り
源
泉
地
ベ
ー
ス
法
人
税
を
維
持
す
る
場
合
、
前
者
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
税
制
は
多
国
籍
企
業

の
立
地
決
定
に
は
中
立
的
だ
と
し
て
も
、
後
者
の
方
が
前
者
よ
り
も
有
利
な
立
場
に
立
つ
。
居
住
地
国
の
居
住
地
ベ
ー
ス
の
税
は
、
こ
の

優
位
を
さ
ら
に
上
回
る
と
い
う
。

第
三
に
、
仕
向
地
ベ
ー
ス
の
課
税
を
実
行
し
て
い
く
う
え
で
は
国
境
税
調
整
が
適
切
に
遂
行
さ
れ
る
か
ど
う
か
が
重
要
な
カ
ギ
に
な
る
。

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
報
告
書
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
仕
向
地
ベ
ー
ス
・
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
法
人
税
の
場
合
に
は
、
事
業
体
が
輸
入
す
る
際
、
国
境

で
は
課
税
せ
ず
、
一
方
、
国
内
の
売
上
か
ら
は
控
除
を
認
め
な
い
方
式
も
可
能
で
あ
ろ
う
が

（
62
）

、
租
税
回
避
や
脱
税
を
防
止
し
、
税
を
調
達

す
る
た
め
に
は
、
政
府
は
輸
出
入
の
管
理
を
維
持
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
仕
向
地
ベ
ー
ス
の
課
税
に
も
固
有
の
困
難
が
伴
う

の
で
あ
り
、
居
住
地
ベ
ー
ス
や
源
泉
地
ベ
ー
ス
と
の
優
劣
は
一
概
に
は
論
じ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

九
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最
後
に
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
報
告
書
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
仕
向
地
ベ
ー
ス
・
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
法
人
税
を
実
行
に
移
そ
う
と
す
る
場
合
、

ほ
と
ん
ど
の
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
諸
国
は
す
で
に
Ｖ
Ａ
Ｔ
を
導
入
し
て
い
る
た
め
、
こ
れ
と
ほ
と
ん
ど
類
似
し
た
新
税
を
採
用
す
る
こ
と
は
、
政
治

的
に
困
難
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
仕
向
地
ベ
ー
ス
・
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
法
人
税
の
課
税
ベ
ー
ス
は
一
般
の
Ｖ
Ａ
Ｔ
よ
り
も
小
さ
い
た
め
、

も
し
Ｖ
Ａ
Ｔ
に
代
替
し
て
こ
れ
を
導
入
す
る
場
合
、
税
率
を
引
上
げ
な
い
限
り
税
収
は
低
下
す
る
。
あ
る
い
は
、
Ｖ
Ａ
Ｔ
を
増
税
す
る
一

方
、
社
会
保
障
拠
出
金
を
引
き
下
げ
る
こ
と
に
よ
り
、
仕
向
地
ベ
ー
ス
・
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
法
人
税
を
間
接
的
に
実
施
す
る
こ
と
も
可

能
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
に
は
法
人
税
そ
の
も
の
が
消
滅
し
、
消
費
者
に
税
負
担
が
帰
着
す
る
お
そ
れ
が
あ
る

（
63
）

。

Ⅲ　

法
人
課
税
と
資
本
所
得
課
税
│
改
革
の
ゆ
く
え
│

以
上
、
マ
ー
リ
ー
ズ
・
レ
ビ
ュ
ー
を
中
心
に
さ
ま
ざ
ま
な
タ
イ
プ
の
法
人
税
改
革
案
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
が
、
そ
こ
に
は
い
ろ
い

ろ
な
問
題
が
あ
る
こ
と
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
。

第
一
に
、
法
人
所
得
な
い
し
資
本
所
得
に
対
す
る
国
際
課
税
に
つ
い
て
、
マ
ー
リ
ー
ズ
・
レ
ビ
ュ
ー
で
提
示
さ
れ
た
二
つ
の
抜
本
的
な

改
革
案
で
あ
る
仕
向
地
ベ
ー
ス
・
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
法
人
税
と
源
泉
地
ベ
ー
ス
Ａ
Ｃ
Ｅ
法
人
税
と
は
、
提
言
と
し
て
果
た
し
て
整
合
的

な
の
か
ど
う
か
で
あ
る
。
Ａ
＝
Ｄ
＝
Ｓ
論
文
で
は
源
泉
地
ベ
ー
ス
課
税
に
は
否
定
的
な
評
価
が
下
さ
れ
、
源
泉
地
ベ
ー
ス
・
キ
ャ
ッ
シ
ュ

フ
ロ
ー
税
に
つ
い
て
も
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
源
泉
地
ベ
ー
ス
Ａ
Ｃ
Ｅ
法
人
税
は
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
税
の
変
種
と

し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
し
た
が
っ
て
源
泉
地
ベ
ー
ス
・
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
税
へ
の
批
判
が
Ａ
Ｃ
Ｅ
法
人
税
に
も
そ
の
ま
ま
当
て
は
ま
る

と
さ
れ
て
い
る

（
64
）

。
他
方
、
Ｇ
＝
Ｈ
＝
Ｓ
論
文
が
提
唱
す
る
の
は
、
ま
さ
し
く
そ
の
源
泉
地
ベ
ー
ス
Ａ
Ｃ
Ｅ
法
人
税
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

は
、
マ
ー
リ
ー
ズ
・
レ
ビ
ュ
ー
自
身
の
提
言
に
一
貫
性
や
整
合
性
が
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る

（
65
）

。
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第
二
に
、
そ
の
こ
と
と
も
関
連
す
る
が
、
現
行
制
度
の
漸
進
的
な
改
革
で
は
な
く
、「
よ
り
ラ
デ
ィ
カ
ル
」
な
い
し
「
よ
り
包
括
的
」

な
提
案
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
改
革
案
は
、
な
お
抽
象
的
で
あ
り
、
実
行
可
能
性
の
面
な
ど
で
疑
問
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
Ｏ
Ｅ
Ｃ

Ｄ
報
告
書
に
よ
れ
ば
、
Ａ
Ｃ
Ｅ
法
人
税
は
こ
れ
ま
で
オ
ー
ス
ト
リ
ア
（
二
〇
〇
〇
年
か
ら
二
〇
〇
四
年
）、
イ
タ
リ
ア
（
一
九
九
七
年
か
ら

二
〇
〇
三
年
）、
ク
ロ
ア
チ
ア
（
一
九
九
四
年
か
ら
二
〇
〇
一
年
）、
ブ
ラ
ジ
ル
（
一
九
九
六
年
以
降
）、
ベ
ル
ギ
ー
（
二
〇
〇
六
年
以
降
）
で
部
分

的
な
い
し
完
全
な
形
で
実
施
さ
れ
た
が
、
短
期
間
に
廃
止
さ
れ
た
ケ
ー
ス
が
多
い
の
が
特
徴
で
あ
る
。
Ａ
Ｃ
Ｅ
法
人
税
は
源
泉
地
ベ
ー

ス
・
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
法
人
税
と
は
Ｒ
ベ
ー
ス
な
い
し
Ｒ
＋
Ｆ
ベ
ー
ス
と
い
う
形
で
税
等
価
の
関
係
に
あ
り
、
ミ
ー
ド
報
告
の
提
案
の

具
体
化
と
も
い
え
る
が
、
は
た
し
て
そ
れ
が
ど
こ
ま
で
成
功
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
失
敗
に
終
わ
る
の
か
は
、
な
お
今
後
の
検
証
に
委
ね

ら
れ
て
い
る
。
仕
向
地
ベ
ー
ス
・
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
法
人
税
に
至
っ
て
は
、
は
た
し
て
実
行
可
能
な
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
さ
え
明
確

で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。

第
三
に
、「
最
適
課
税
要
件
の
設
定
行
動
」
に
係
わ
る
問
題
で
あ
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
命
題
は
、「
小
さ
な
開
放
経
済
の

政
府
は
源
泉
地
ベ
ー
ス
の
資
本
課
税
を
す
べ
き
で
は
な
い
」
と
主
張
す
る
。
こ
の
処
方
箋
は
、D

iam
ond=M

irrlees

に
よ
る
生
産
効
率

性
定
理
、
す
な
わ
ち
「
も
し
政
府
が
純
利
潤
の
課
税
を
や
め
、
企
業
と
家
計
の
あ
ら
ゆ
る
取
引
に
対
し
家
計
に
課
税
す
る
こ
と
が
で
き
る

な
ら
ば
、
最
適
な
セ
カ
ン
ド
ベ
ス
ト
の
税
制
は
生
産
の
歪
み
を
回
避
す
る
」
と
の
主
張
の
応
用
だ
と
さ
れ
る

（
66
）

。
も
し
こ
の
命
題
が
正
し
い

と
す
れ
ば
、
資
本
の
国
際
的
移
動
が
加
速
し
た
こ
の
数
十
年
の
間
に
、
小
開
放
経
済
国
を
中
心
に
源
泉
地
ベ
ー
ス
の
資
本
所
得
税
は
次
第

に
消
滅
し
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
実
は
そ
の
よ
う
に
は
展
開
し
な
か
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
Ｇ
＝
Ｈ
＝
Ｓ
論
文
は
、
そ
の
背

景
に
次
の
四
つ
の
要
因
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る

（
67
）

。

第
一
の
要
因
は
、
企
業
が
特
定
の
立
地
先
で
し
か
確
保
で
き
な
い
レ
ン
ト
（location-specifi c rents （

68
）

）
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
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こ
の
立
地
型
レ
ン
ト
を
外
国
資
本
が
獲
得
す
る
場
合
、
立
地
先
で
あ
る
源
泉
地
国
は
資
本
税
を
課
税
し
よ
う
と
す
る
強
い
誘
因
を
持
つ
。

第
二
に
、
資
本
の
完
全
な
移
動
可
能
性
と
い
う
前
提
が
非
現
実
的
な
こ
と
で
あ
る
。
実
際
に
は
、
物
的
資
本
ス
ト
ッ
ク
の
調
整
に
は
コ

ス
ト
が
か
か
る
た
め
、
た
と
え
源
泉
地
国
で
資
本
課
税
が
行
わ
れ
て
も
、
そ
の
調
整
は
徐
々
に
し
か
進
ま
な
い
。
そ
の
一
方
、
源
泉
地
国

政
府
が
課
税
の
公
平
を
志
向
す
る
場
合
、
国
内
の
移
動
性
の
低
い
要
素
に
税
負
担
を
集
中
さ
せ
る
よ
り
も
資
本
に
も
課
税
す
る
こ
と
を
選

好
す
る
。

第
三
に
、
資
本
の
受
入
国
が
法
人
税
の
よ
う
な
源
泉
地
ベ
ー
ス
課
税
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
そ
れ
が
個
人
所
得
税
の
「
最
後
の

砦
（backstop

）」
と
し
て
機
能
す
る
か
ら
で
あ
る
。
法
人
税
が
な
け
れ
ば
、
無
税
で
法
人
セ
ク
タ
ー
に
所
得
を
蓄
積
す
る
こ
と
が
可
能
に

な
る
。
し
た
が
っ
て
、
国
内
の
個
人
の
所
得
を
捕
捉
す
る
に
は
、
居
住
者
が
保
有
す
る
企
業
に
対
す
る
法
人
税
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、

海
外
所
在
の
外
国
法
人
を
介
し
て
国
内
法
人
を
支
配
す
る
個
人
株
主
の
場
合
、
法
人
税
が
な
け
れ
ば
や
は
り
ル
ー
プ
ホ
ー
ル
が
生
じ
る
。

最
後
に
、
源
泉
地
ベ
ー
ス
法
人
税
の
課
税
は
政
治
的
必
要
に
基
づ
く
。
法
人
以
外
の
課
税
ベ
ー
ス
に
対
す
る
課
税
に
政
治
的
限
界
が
あ

る
場
合
、
増
税
を
必
要
と
す
る
政
府
は
た
と
え
法
人
税
が
非
効
率
で
あ
る
と
し
て
も
、
法
人
税
を
通
じ
て
一
定
の
税
収
を
確
保
す
る
こ
と

が
必
要
に
な
る
。

こ
こ
に
示
さ
れ
た
要
因
は
、
法
人
課
税
の
根
拠
と
実
行
可
能
性
に
密
接
に
係
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
数
十
年
来
、
さ
ま
ざ

ま
な
法
人
課
税
の
改
革
案
が
登
場
し
た
と
は
い
え
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
抽
象
的
な
理
論
だ
け
の
世
界
に
と
ど
ま
り
、
現
実
の
改
革
に
結

び
つ
く
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
の
意
味
で
、
改
め
て
法
人
課
税
の
現
実
的
根
拠
を
問
い
直
す
必
要
に
迫
ら
れ
て

い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

グ
ー
ド
は
、
そ
の
古
典
的
名
著
『
法
人
税
』
に
お
い
て
、
法
人
課
税
の
根
拠
に
つ
い
て
詳
細
に
検
討
を
行
い
、
法
人
税
を
積
極
的
に
正

九
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当
化
す
る
根
拠
と
し
て
、
⑴
利
益
説
な
い
し
特
権
説
、
⑵
社
会
的
費
用
配
分
説
、
⑶
支
払
能
力
説
、
⑷
社
会
統
制
説
な
ど
を
あ
げ
た

（
69
）

。

そ
の
後
、
社
会
経
済
状
況
の
新
し
い
展
開
を
踏
ま
え
て
、
法
人
税
に
つ
い
て
の
研
究
動
向
の
サ
ー
ベ
イ
や
法
人
課
税
の
根
拠
を
問
い
直

す
優
れ
た
研
究
が
登
場
し
た
が
、
そ
れ
ら
は
法
人
課
税
の
原
点
に
立
ち
返
る
こ
と
の
重
要
性
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

（
70
）

。
こ
こ

で
は
、
バ
ー
ド
に
依
拠
し
て
簡
潔
に
法
人
課
税
の
根
拠
に
つ
い
て
改
め
て
ふ
り
返
っ
て
お
き
た
い
。

バ
ー
ド
は
、
法
人
に
課
税
す
る
根
拠
を
「
望
ま
し
い
」、「
必
要
で
あ
る
」、「
便
宜
で
あ
る
」
と
い
う
三
つ
の
側
面
か
ら
整
理
す
る
。
ま

ず
、「
望
ま
し
い
」
と
す
る
根
拠
と
し
て
バ
ー
ド
が
あ
げ
る
の
は
、
①
社
会
的
費
用
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
に
よ
り
市
場
の
効
率
性
を
改

善
す
る
ピ
グ
ー
税
、
②
経
済
的
レ
ン
ト
な
い
し
純
利
潤
に
対
す
る
レ
ン
ト
税
、
お
よ
び
③
外
国
人
へ
の
課
税
で
あ
る

（
71
）

。
こ
の
う
ち
、
本
稿

と
の
関
連
で
は
法
人
税
の
国
際
的
側
面
が
注
目
さ
れ
る
。
バ
ー
ド
に
よ
れ
ば
、
対
外
投
資
に
対
す
る
課
税
は
レ
ン
ト
課
税
と
も
係
わ
り
を

持
っ
て
お
り
、
外
国
企
業
はfi rm

-specifi c
な
資
産
を
持
つ
が
ゆ
え
に
レ
ン
ト
を
生
む
。
こ
れ
に
対
し
受
入
国
が
課
税
し
な
け
れ
ば
税
収

は
資
本
輸
出
国
に
帰
属
す
る
結
果
と
な
る
た
め
、
受
入
国
の
レ
ン
ト
課
税
を
支
持
す
る
主
張
は
長
い
伝
統
を
持
つ
と
さ
れ
る

（
72
）

。

次
に
、「
必
要
で
あ
る
」
と
の
根
拠
は
、
①
現
在
の
国
際
課
税
制
度
そ
の
も
の
が
法
人
利
潤
の
課
税
を
不
可
欠
な
も
の
と
し
て
い
る
、

②
法
人
税
以
外
に
レ
ン
ト
に
効
果
的
に
課
税
す
る
す
べ
が
な
い
、
③
法
人
レ
ベ
ル
で
の
何
ら
か
の
課
税
が
、
個
人
課
税
の
適
切
な
制
度
の

不
可
欠
の
構
成
部
分
を
な
す
、
と
い
う
三
側
面
か
ら
説
明
さ
れ
る

（
73
）

。

な
ぜ
多
く
の
国
が
法
人
利
潤
に
対
す
る
課
税
制
度
を
維
持
し
て
い
る
の
か
と
い
え
ば
、
ほ
と
ん
ど
の
国
が
法
人
税
を
課
税
し
て
い
る
か

ら
だ
と
い
う
事
実
に
帰
着
す
る
。
バ
ー
ド
は
、
現
行
の
法
人
利
潤
へ
の
課
税
が
国
際
的
に
定
着
し
て
い
る
背
景
を
次
の
七
つ
の
側
面
か
ら

説
明
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
①
資
本
の
国
際
的
供
給
は
完
全
に
弾
力
的
で
は
な
い
か
ら
、
一
国
レ
ベ
ル
で
歪
み
の
な
い
課
税
を
行
な
う

余
地
が
あ
る
。
②
資
本
輸
出
国
、
輸
入
国
の
双
方
で
レ
ン
ト
が
完
全
に
課
税
さ
れ
て
い
な
い
場
合
、
両
国
は
外
国
資
本
に
課
税
す
べ
き
で

九
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あ
ろ
う
。
③
た
と
え
経
済
的
レ
ン
ト
が
完
全
に
課
税
さ
れ
て
い
る
場
合
で
さ
え
、
他
に
生
産
の
非
効
率
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
効
率
性

の
改
善
の
た
め
に
法
人
税
が
必
要
と
な
る
。
④
多
国
籍
企
業
がlocation-specifi c

の
レ
ン
ト
を
独
り
占
め
す
る
場
合
、
源
泉
地
国
は
投

資
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
な
く
そ
う
し
た
利
潤
に
課
税
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
⑤
国
際
資
本
に
対
す
る
課
税
は
、
外
国
税
額
控
除
を

持
つ
資
本
輸
出
国
か
ら
受
入
国
に
税
収
を
移
転
さ
せ
る
の
に
利
用
で
き
る
。
⑥
高
率
の
直
接
税
に
政
治
的
制
約
が
あ
る
場
合
、
源
泉
地

ベ
ー
ス
の
法
人
税
は
、
移
動
性
の
な
い
要
素
に
対
し
て
課
税
す
る
の
に
利
用
で
き
る
最
善
の
手
段
で
あ
ろ
う
。
⑦
法
人
税
は
国
際
投
資
が

生
み
出
す
レ
ン
ト
を
各
国
の
間
で
分
か
ち
合
う
適
切
な
方
法
で
あ
る
。

ま
た
、
上
記
の
②
③
に
係
わ
っ
て
は
、
法
人
税
の
重
要
な
役
割
と
し
て
、
個
人
課
税
制
度
の
欠
陥
を
塞
ぐ
防
波
堤
（backstop

）
の
役

割
が
強
調
さ
れ
る

（
74
）

。
た
と
え
ば
、
法
人
レ
ベ
ル
で
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
が
発
生
し
た
場
合
に
何
ら
か
の
課
税
を
行
な
う
な
ど
の
役
割
で

あ
る
。
こ
の
機
能
は
ま
た
、
消
費
ベ
ー
ス
課
税
論
が
法
人
レ
ベ
ル
で
通
常
収
益
に
課
税
せ
ず
、
個
人
レ
ベ
ル
で
超
過
収
益
を
含
め
て
課
税
す

る
こ
と
を
主
張
す
る
こ
と
が
、
は
た
し
て
ど
こ
ま
で
個
人
レ
ベ
ル
で
所
得
を
捕
捉
で
き
る
の
か
と
い
う
疑
問
に
も
応
え
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
、「
便
宜
で
あ
る
」
と
い
う
点
で
は
、
①
現
代
の
税
制
は
、
法
人
と
い
う
「
導
管
」
が
課
税
ベ
ー
ス
が
流
れ
る
経
路
と
し
て
、

ま
た
課
税
ベ
ー
ス
を
捕
捉
し
課
税
す
る
場
と
し
て
税
関
に
ど
こ
ま
で
と
っ
て
代
わ
る
か
に
依
存
し
て
い
る
、
②
国
民
の
通
念
が
法
人
税
を

支
持
し
て
い
る
場
合
、
経
済
的
に
は
仮
に
不
合
理
に
み
え
る
法
人
課
税
で
さ
え
政
治
的
構
図
の
な
か
で
は
完
全
に
意
義
を
有
す
る
、
③
法

人
は
現
代
社
会
の
重
要
な
ア
ク
タ
ー
で
あ
り
、
政
府
は
そ
う
し
た
ア
ク
タ
ー
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
の
で
き
る
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
必
要
と

す
る
の
は
当
然
で
あ
る
、
な
ど
の
根
拠
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る

（
75
）

。

以
上
の
検
討
を
受
け
て
、
法
人
課
税
の
あ
り
方
に
つ
い
て
バ
ー
ド
が
導
き
出
し
た
結
論
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

上
述
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
法
人
課
税
に
つ
い
て
の
根
拠
は
、
い
ず
れ
も
そ
れ
自
体
と
し
て
は
と
く
に
強
固
な
も
の
と
は
い
え
な
い
。
し
か

一
〇
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し
、
さ
ま
ざ
ま
な
根
拠
が
存
在
す
る
こ
と
は
法
人
利
潤
税
の
有
効
性
を
示
唆
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
他
の
公
共
政
策
と
同
じ
く
租
税

政
策
に
も
制
約
条
件
が
多
く
、
経
済
・
政
治
・
制
度
な
ど
環
境
が
変
化
す
る
な
か
で
し
ば
し
ば
対
立
す
る
目
標
を
達
成
す
る
こ
と
を
迫
ら

れ
る
た
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
矛
盾
も
生
ま
れ
る
。
現
在
の
よ
う
に
投
資
や
成
長
に
対
す
る
政
策
の
有
効
性
に
疑
問
が
高
ま
り
、
改
革
を
行
う

こ
と
に
潜
在
的
に
高
い
コ
ス
ト
が
予
想
さ
れ
る
場
合
、「
旧
税
は
良
税
で
あ
る
」
と
の
格
言
に
も
真
理
の
一
端
が
あ
る
。

現
在
の
制
度
が
ま
さ
し
く
国
際
的
な
要
因
に
よ
り
形
成
さ
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
逆
説
的
で
あ
る
が
、
近
年
の
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ

ン
の
進
展
は
法
人
税
改
革
の
必
要
性
を
高
め
た
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
低
下
さ
せ
た
か
も
し
れ
な
い
。
主
要
諸
国
が
こ
ぞ
っ
て
同
様
の

改
革
方
向
に
動
く
の
で
な
い
限
り
、「
抜
本
的
」
改
革
に
展
望
は
な
い
。
同
時
に
、
制
度
改
革
に
は
大
き
な
制
度
改
革
の
コ
ス
ト
を
伴
う
。

改
革
の
便
益
の
現
在
価
値
が
制
度
変
更
の
コ
ス
ト
を
上
回
ら
な
い
限
り
、
改
革
は
す
べ
き
で
は
な
い
。
こ
の
点
で
は
、
Ｇ
＝
Ｈ
＝
Ｓ
論
文

に
対
す
る
コ
メ
ン
ト
の
な
か
で
、A

lw
orth

が
さ
ま
ざ
ま
な
代
替
的
提
案
を
分
析
す
る
に
当
た
り
系
統
的
な
コ
ス
ト
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
分

析
が
ほ
と
ん
ど
さ
れ
て
い
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
の
は
正
し
い

（
76
）

。
多
く
の
国
に
と
っ
て
最
も
価
値
あ
る
道
筋
は
、
現
行
の
法
人
利
潤
税
を

限
界
ま
で
調
整
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
と
の
バ
ー
ド
の
結
論
に
は
重
み
が
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
1
） S

ir Jam
es M

irrlees 

（C
hair

） （2010

）, D
im

en
sion

s of T
ax D

esign
 : T

h
e M

irrlees R
eview

, Institute for F
iscal S

tudies

（
以
後
、

M
irrlees 

（2010

）） ; d
o. 

（2011

）, T
ax by D

esign
: T

h
e M

irrlees R
eview

, Institute for F
iscal S

tudies

（
以
後
、M

irrlees 

（2011

））.

（
2
） M
irrlees 

（2010

）, pp.840-841.

（
3
） 

Ibid., p.952.

（
4
） 

Ibid., p.840; p.917.
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（
5
） 

Ibid., pp.952-989.
（
6
） 

Ibid., p.959.
（
7
） 
こ
の
概
念
を
最
初
に
提
起
し
た
の
は
、M

.P
. D

evereux

で
あ
る
。C

f. D
evereux, M

.P
. 

（1990

）, “C
apital E

xport N
eutrality, C

apital 

Im
port N

eutrality and C
apital O

w
nership N

eutrality and all that, ” IF
S

 W
orkin

g P
aper.

（
8
） M

irrlees 
（2010

）, pp.953-954.

（
9
） 

鈴
木
将
覚
「
国
外
所
得
免
除
方
式
を
ど
う
考
え
る
か
〜
新
た
な
国
際
課
税
制
度
と
今
後
の
着
目
点
〜
」『
み
ず
ほ
総
研
論
集
』
二
〇
〇
九
年
Ⅲ
号
、

八
六
│
八
七
ペ
ー
ジ
。

（
10
） M

irrlees 

（2010
）, p.964; 

（
11
） 

Ibid., p.967.

（
12
） 

Ibid., p.964; pp.967-968.

（
13
） 

能
動
的
所
得
と
は
事
業
活
動
に
よ
る
所
得
で
あ
る
の
に
対
し
、
受
動
的
所
得
と
は
利
子
、
配
当
（
支
配
株
式
か
ら
得
た
も
の
を
除
く
）、
ロ
イ

ヤ
リ
テ
ィ
、
地
代
な
ど
の
主
と
し
て
投
資
所
得
を
さ
す
。

（
14
） 

移
動
可
能
な
所
得
と
は
、
た
と
え
ば
多
国
籍
企
業
の
内
部
で
容
易
に
移
転
可
能
な
所
得
を
さ
す
が
、
そ
れ
ゆ
え
にactive subsidiaries

の
受

動
的
所
得
だ
け
で
な
く
、
能
動
的
所
得
で
も
実
質
的
に
受
動
的
所
得
と
み
な
さ
れ
れ
ば
課
税
対
象
に
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
が
論
争
と
な
っ
た
。

C
f. Ibid., p.966.

（
15
） 

Ibid., pp.967-968.

（
16
） 

Ibid., pp.969-970.

（
17
） 

一
つ
の
可
能
性
は
、
ア
メ
リ
カ
の
州
法
人
税
の
も
と
で
の
方
式
に
な
ら
い
企
業
の
保
有
資
産
、
支
払
給
与
、
売
上
高
の
加
重
平
均
を
利
用
す
る

こ
と
だ
が
、
資
本
に
対
す
る
課
税
の
趣
旨
を
徹
底
す
る
観
点
か
ら
は
多
国
籍
企
業
の
保
有
す
る
各
国
別
の
資
産
を
基
準
に
す
る
こ
と
も
有
力
な
選
択

肢
で
あ
る
。
し
か
し
、
多
国
籍
企
業
の
総
資
産
の
う
ち
無
形
資
産
の
占
め
る
比
重
が
ま
す
ま
す
高
ま
り
つ
つ
あ
る
現
状
か
ら
す
る
と
、
そ
も
そ
も
無

形
資
産
の
算
定
に
困
難
性
が
あ
る
だ
け
で
な
く
、
企
業
は
企
業
内
の
ロ
イ
ヤ
リ
テ
ィ
や
資
産
価
額
を
移
転
価
格
を
使
っ
て
操
作
し
て
い
る
可
能
性
が

一
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高
く
、
結
局
、
定
式
配
分
に
も
移
転
価
格
問
題
が
つ
き
ま
と
う
こ
と
に
な
る
。C

f. Ibid., p.969.
（
18
） L

odin, S
.O

. and G
am

m
ie, M

.J.

（2000

）, H
om

e S
tate T

axation, IB
F
D
 P

ublications.
（
19
） M

irrlees 

（2010

）, pp.970-971.

（
20
） 

Ibid., p.973.

（
21
） 
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